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別記第１１号様式（第１１条関係） 

 

林地開発行為承継届出書 

 

年　　月　　日　　 

 

　北海道知事　様 

 

              　　　　　　　　　　　　　　住　　　所 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法人にあっては、名 
                                          承継者氏名                      　　　 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　称及び代表者の氏名 

 

　森林法第10条の２第１項の許可を受けた者の地位を次のとおり承継したので届け出ます。 

 許可年月日及び指令番号 　　　　年　　月　　日　　　　第　　　　号指令

 開発行為に係る森林の 

 所 在 場 所

 開 発 行 為 の 目 的

 被 承 継 人 住 所 氏 名

 承 継 の 理 由

承 継 年 月 日 年　　月　　日

　注意事項 

　　１　譲渡、相続、合併又は分割等があったことを証する書類を添付してください。 

　　２　用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４としてください。
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別記第１２号様式（第１２条関係） 

 

林地開発行為復旧着手（完了）届出書 

 

年　　月　　日　　 

 

　北海道知事　様 

 

              　　　　　　　　　　　　　　住　　　所 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法人にあっては、名 
                                          行為者氏名                      　　　 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　称及び代表者の氏名 

 

　森林法第10条の３の規定により命じられた復旧に必要な措置について、次のとおり着手（完了）

したので届け出ます。 

復旧着手（完了）年月日 年　　月　　日

 復旧行為に係る森林の 

 所 在 場 所

 復 旧 の 内 容

　注意事項 

　　１　完了の場合においては、出来高図及び完了写真を添付してください。 

    ２　用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４としてください。 
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別表１ 

流　出　土　砂　貯　留　施　設　計　画　計　算　表
貯  集水区域の状況 流　　出　　土　　砂　　量  貯　砂　施　設   
留 区  利用区分 裸　　地 草　　地 林　　地     安 備 
施  集    ha 流   ha 流   ha 流    種 構 貯   
設  水 裸 草 林  出 期 土  出 期 土  出 期 土 計   砂 全  
番  面    当 土  砂 当 土  砂 当 土  砂   量   
号 分 積 地 地 地  砂 間 量  砂 間 量  砂 間 量 類 造 率 考

り 量 り 量 り 量
      ha      ha      ha      ha m３／年      年    ｍ３ ｍ３／年      年    ｍ３ ｍ３／年      年    ｍ３    ｍ３    ｍ３

工事中
 
工事後
 
工事中
 
工事後

　土砂流出防止施設計画図は、上表と対比できるよう平面図に施設の位置、記号（番号）、工種記号、施設の種類、構造（Ｈ、Ｌ、Ｖ）、貯砂量集水区域、集水区域面積、流出土砂
量等を図示するものとする。 
 
別表２ 

流　出　計　算　表　（　排　水　施　設　工　）
Ⅰ　適用式                                                                      Ⅱ　断面想定要因 
　１　最大洪水流量　Ｑ　 ＝ １／360・ｆ・ｒ・Ａ　　（ｍ３／sec）  排水施  排水施 　　水路断面形状 余　裕 　流水断面積  
　　　　　　　　　　　ｆ ＝  流出係数  設　工  設工の 　全断面積　　Ａ 断面積 　　　Ａ’ 　摘　要 
　　　　　　　　　　　ｒ ＝  確率雨量強度（mm／hr）  番　号  種　類 寸法＝幅×高または直径 Ａ０ 　（ Ａ － Ａ０ ）
                            ［道内10年確率雨量強度］ 
                      Ａ ＝ 集水区域面積 
 
 
  ２　設計流量 
　（１）　平均流速　 Ｖ ＝ １／ｎ・Ｒ2/3 ・Ｉ1/2  （ｍ／sec） 
                     ｎ ＝　粗度係数 
             　      Ｒ ＝  径深 ＝　Ａ'／Ｐ 　Ａ' ＝  流水断面積（㎡） 
                                                Ｐ ＝  潤辺（ｍ） 
                     Ｉ ＝  水路勾配（％） 
　（２）　設計流量　 Ｑx　 ＝　Ｖ ・ Ａ’　  （ｍ３／sec） 
                     故に　Ｑ 　＜　Ｑx　になることを要す。 
 
Ⅲ　計算表

  最　大　洪　水　流　量 設　計　流　量  
排水施  集水区域 単位 確率雨量 流出 最大洪水流量 Q１ 排水施設 粗度 水路 流　水 潤辺 径　深 平 均 流 速 Va 設計流量 設計流量  
設　工 測点 面　　積 時間 強　 度 係数 Q=1/360･f･r･a =Q･1/ 工　　の 係数 勾配 断面積 P R＝A'/P V=1/n･R2/3 ･I1/2 =V･r/ (m３/sec) 安 全 率 摘要 
番　号 A（ha） min r(m/hr) f （m３/sec） (1-a) 種　　類 ｎ I （%） A’（d） （m） （m） （m/sec） (r+a･ Qx=V･A' F=Q x/Q  

(d-r)) 又はVa･A' 又はQx /Q１

      

 　土砂等の混入が見込まれる場合は、最大高水流量Q　はQ１　に、平均流速VはVa　に補正するものとする。
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別表３ 
洪水調節池等の検討結果とりまとめ表 

 
１．洪水調節池等の要否の検討結果 

  検討地点の現況の流下能力 検討地点の30年確率雨量強度でのﾋﾟｰｸ流量 影響 安全性  
   

河川 検討 粗度 径深 勾配 流速 断面積 流下 集水 流出 洪水 雨量 流出量 (Q30a-Q30b)  管理者 洪水調 
等の 地点 係数 (ｍ) (％) (m/s) (㎡) 能力 面積 係数 到達 強度 (㎥/s) /Q30b*100 Qx＞Q30a の意向 節池等 
名称      (㎥/s) （ha）  時間 （mm/h） Q30 (%)   の要否 

n R I V A' Qx A ｆ (分) ｒ =1/360･f･r･A    
=1/n*R^2/3 =V・A' 上段:開発前 上段:開発前Q30b    

*I^1/2 下段:開発中 下段:開発中Q30a OKorNG OKorNG

  ＊　Qxは河川管理者等の既存資料によること、影響は開発前と開発中の流出係数をもとにピーク流量を算定すること、なども適当である。 
 
２．検討地点の許容放流量の検討結果 

  検討地点の現況の比流量 検討地点の許容放流量
  

河川 検討 流出量 流出量 Qxの 比流量 河川等ごとに 事業 N年確率の 30年確率の許容放流量 管理者 
等の 地点 (㎥/s) (㎥/s) 確率年 ((㎥/s/ha) 最も比流量が 区域 許容放流量 =開発前の流出量 の意向 
名称 Q3b Q30b (年)  小さい地点 面積 (㎥/s) (㎥/s)  

N Qd に○を附す （ha） QN Q30b  
=Qx/A Ap =Qd*Ap =1/360･f･r･A OKorNG

  ＊　１で洪水調節池等の設置が必要な全ての検討地点について記載する。 
　＊　Nは、Ｘ軸を確率、Ｙ軸を流出量とした対数正規確率図により算定するか、Qxの換算雨量強度r=Qx*360/(f*A)を北海道大雨資料の当該地方の確率雨量強度曲

線図により求める。 
 
３．洪水調節池等の諸元 

        N年確率の調節 30年確率の調節 堰堤の構造等
      洪水 貯砂 

河川 検討 洪水調 型式 集水 洪水調節容量 調節 容量 許容 放流量 (㎥/s) 許容 放流量 (㎥/s) 構造 余水吐
等の 地点 節池等 (掘込又は 区域 の算定方法 容量 (㎥) 放流量 放流量 又は 
名称 No. 堰堤) No. (厳密又は簡便) (㎥) (㎥/s) 調節後 直接 (㎥/s) 調節後 直接 型式 100年確率 余水吐の能力 

 放流量 放流量  放流量 放流量 のの流出量  
QN (㎥/s) (㎥/s) Q30b (㎥/s) (㎥/s) 安全率 (㎥/s) (㎥/s) 安全率

  ＊　２で○が附された検討地点に対して設計した洪水調節池等の諸元を記載する。  
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参考第１号（申請者が自己所有地で開発行為を行う場合） 

残置森林等の維持・管理に関する協定書 

 

　○○○○（以下「甲（地方公共団体等）」という。）と××××（以下「乙（申請者）」という。）

は、乙が△△△△内に◇◇◇◇等を建設することについて、次の条項によって協定に従い履行する。 

（残置森林の維持管理） 

１　残置森林等は、乙が計画に基づき善良に維持管理を行う。 

（地域森林計画の遵守） 

２　残置森林等が地域森林計画の対象となる場合、乙はその計画に即した施業を行う。 

（造林の実施） 

３　残置森林等のうち補植または改植を必要とする箇所に、乙は現地に適合した樹種を適期に植栽

する。 

（保育の実施） 

４　残置森林等のうち造成した森林または緑地について、乙は活着するまでの間、散水等の措置を

講じる。　 

　　その他、下刈り、つる伐り、除伐、間伐及び施肥を必要とする箇所について、適切な保育作業

で管理する。 

（立木の伐採） 

５　残置森林等の立木を伐採する場合、乙は甲に協議する。 

（維持管理計画書） 

６　乙は開発行為完了時に残置森林等の維持管理計画を作成し、甲に提出する。 

（誓約事項の承継） 

７　残置森林等の所有、その他森林等を利用する権利を他に譲渡した場合、乙はその誓約事項を当

該権利者に承継させるものとする。 

 

　　　年　月　日 

 

                                                    甲　住所 

                                                        氏名 

 

                                                    乙　住所 

                                                        氏名
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参考第１号－２（申請者が他の所有地で賃貸借等により開発行為を行う場合） 

残置森林等の維持・管理に関する協定書 

 

　○○○○（以下「甲（地方公共団体等）」という。）と××××（以下「乙（申請者）」という。）

及び◎◎◎◎（以下「丙（土地所有者又は権利者）」という。）は、乙が△△△△内に◇◇◇◇等

を建設することについて、次の条項によって協定に従い履行する。 

（残置森林の維持管理） 

１　残置森林等は、丙（乙が行う場合は、乙）が計画に基づき善良に維持管理を行う。 

（地域森林計画の遵守） 

２　残置森林等が地域森林計画の対象となる場合、丙（乙が行う場合は、乙）はその計画に即した

施業を行う。 

（造林の実施） 

３　残置森林等のうち補植または改植を必要とする箇所に、丙（乙が行う場合は、乙）は現地に適

合した樹種を適期に植栽する。 

（保育の実施） 

４　残置森林等のうち造成した森林または緑地について、丙（乙が行う場合は、乙）は活着するま

での間、散水等の措置を講じる。　 

　　その他、下刈り、つる伐り、除伐、間伐及び施肥を必要とする箇所について、適切な保育作業

で管理する。 

（立木の伐採） 

５　残置森林等の立木を伐採する場合、丙（乙が行う場合は、乙）は甲に協議する。 

（維持管理計画書） 

６　丙（乙が行う場合は、乙）は開発行為完了時に残置森林等の維持管理計画を作成し、甲に提出

する。 

（誓約事項の承継） 

７　残置森林等の所有、その他森林等を利用する権利を他に譲渡した場合、丙はその誓約事項を当

該権利者に承継させるものとする。 

 

　　　年　月　日 

 

                                                    甲　住所 

                                                        氏名 

 

                                                    乙　住所 

                                                        氏名 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　丙　住所 

                                                        氏名
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参考第２号 

 

環 境 保 全 に 関 す る 協 定 書 

 

　○○○○（以下「甲」（地方公共団体等）という。）と××××（以下「乙」（申請者）という。）

は、乙が△△市町村△△番地に設置・造成・□□□する□□□□の開発行為について、次のとおり

協定を締結する。 

 

第１条  本協定は、△△市町村△△地区の良好な環境の保全を図り、□□□□の開発行為に伴い（　

公害　　　　　）が生じることを未然に防止するとともに、地域の生活環境を保全し、甲、乙間

の理解を深め、協調・信頼関係を強化するために必要な事項を定める。 

 

第２条　甲及び乙は、法令等を遵守するとともに、信義に従い誠実にこの協定の各条項の履行に努

めるものとする。 

 

第３条　乙は、開発行為に係る事業活動に関連して発生する排出ガス、排出水、粉じん、騒音、振

動及び悪臭（以下「排出ガス等」という。）について、適切に管理するものとする。 

 

第４条　乙は、開発行為に起因する公害により、甲の住民の身体又は財産に被害を及ぼしたときは、

誠意を持って補償するものとする。 

 

第５条　甲は、公害防止及び周辺地域の生活環境保全のため必要があると認めるときは、乙に対し

て報告を求め、又は事業場に立ち入ることができるものとする。 

　２　甲は、前項に規定する報告又は立ち入りにより知ることができた乙の営業上の秘密を他に漏

らしてはならない。 

　３　乙は、第１項の規定による立ち入りに協力するものとする。 

 

第６条　乙は、開発行為について、甲又は甲の住民から苦情があったときは、誠意を持ってこれに

対応するものとする。 

 

第７条　乙は、開発行為又は開発行為に係る施設の全部若しくは一部を第三者に譲渡し、又は貸し

付けようとするときは、あらかじめ甲と協議をするとともに、この協定上の地位及びこの協定の

履行により生じた債務を当該第三者に承継させるものとする。 

 

第８条　甲及び乙は、この協定の各条項の解釈について疑義を生じたとき及びこの協定に定めのな

い事項については、誠意を持って協議の上解決する。
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　　　　年　　月　　日 

 

甲　（住所） 

    （氏名）○○○市町村長 

 

乙  （住所） 

    （氏名）株式会社　×××× 　代表取締役　（氏名）
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Ⅹ　開発許可の審査基準 

１ 北海道林地開発許可に関する事務処理要領　別記第１号　審査基準 

 

第１　一 般 的 事 項

　（趣旨） 

　開発行為の実施の確実性等、開発行為の許可にあたって確認等が必要な一般的な事項である１～７

までの基準につき審査を行う。

 

１　開発行為の実施の確実性 

　　次の事項のすベてに該当し、申請に係る開発行為を行うことが確実であること。 

 (1)　計画の具体性 

　　　開発行為に関する計画の内容が具体的であり、許可を受けた後遅滞なく申請に係る開発

行為を行うことが明らかであること。 

 (2)　土地の権利者の同意 

　　　開発行為に係る森林の土地につき開発行為の施行の妨げとなる権利を有する者の相当数

の同意を申請者が得ていることが明らかであること。 

 (3)　関係法令等による許認可等 

　　　開発行為又は開発行為に係る事業の実施について他の行政庁の免許、許可、認可その他

の処分を必要とする場合には、当該処分がなされているかの確認又は当該申請に係る申請

の状況の確認ができること。また、行政庁の処分以外に、環境影響評価法（平成９年法律

第81号）又は北海道環境影響評価条例（平成10年10月26日条例第42号）に基づく環境影響

評価手続の対象となる場合には、その手続の状況の確認もできること。 

 (4)　信用及び資力 

　　　申請者に開発行為を行うために必要な信用及び資力があることが明らかであること。 

　　　なお、防災施設の整備に必要な資金の手当が可能であることや事業体としての信用があ

　　ることを確認するものとする。 

　　　また、融資決定が開発行為の許可後となる場合等、当該書類を提出することが困難な場

　　合には、次に掲げる方法等により確認するものとする。 

　　　①　防災施設の設置の先行実施を徹底させる観点から、防災施設の設置に係る部分の資

　　　　金の調達について別途預金残高証明書等により確認する。 

　　　②　上記が困難な場合には、申請時に、金融機関から事業者への関心表明書を提出させ、

　　　　着手前に融資証明書を提出することを許可条件に付す。 

 

２　開発行為に係る土地の面積 

　　開発行為に係る土地の面積が、当該開発行為の目的実現のため必要最小限度の面積である

こと（法令等によって面積につき基準が定められているときには、これを参酌して決められ

たものであること）が明らかであること。 

 

３　開発行為に係る全体の計画 

　　開発行為の計画が大規模であり長期にわたるものの一部についての許可の申請である場合

には、全体計画との関連が明らかであること。
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４　一時利用後の措置 

　　開発行為により森林を他の土地利用に一時的に供する場合には、利用後における原状回復

等の事後措置が適切に講ぜられることが明らかであること。 

 

５　森林施業への配慮 

　　開発行為が周辺の地域の森林施業に著しい支障を及ぼすおそれがないように適切な配慮が

なされていること。 

 

６　周辺地域の生活及び産業活動への配慮 

　　開発行為に係る事業の目的に即して土地利用が行われることによって周辺の地域における

住民の生活及び産業活動に相当の悪影響を及ぼすことのないように適切な配慮がなされてい

ること。 

 

７　残置森林等の維持管理 

　　開発対象区域（開発行為に係る森林の土地の区域及び当該区域に介在し又は隣接して残置

することとなる森林又は緑地で開発行為に係る事業に密接に関連するものの区域をいう。以

下同じ。）内に残置し又は造成した森林又は緑地が善良に維持管理されることが明らかである

こと。 

 

第２　災害の防止に係る事項（法第10条の２第２項第１号関係） 

　「当該開発行為をする森林の現に有する土地に関する災害の防止の機能からみて、当該開

発行為により当該森林の周辺の地域において土砂の流出又は崩壊その他の災害を発生させる

おそれがあること（法第10条の２第２項第１号）」に該当しないこと。

（趣　旨） 

　これは、開発行為をする森林の植生、地形、地質、土壌、湧水の状態等から土地に関す

る災害の防止の機能を把握し、土地の形質を変更する行為の態様、防災施設の配置計画の

内容等から周辺の地域において土砂の流出又は崩壊その他の災害を発生させるおそれの有

無を判断する趣旨であり、この判断のため、１から８までの基準を満たすか否かにつき審

査を行う。 

　なお、「その他の災害」とは、土砂の流出又崩壊の原因となる洪水、溢水のほか、飛砂、

落石、なだれ等である。「当該森林の周辺の地域」と規定されているが、周辺の地域に影

響が及ぶことを防止する観点から、開発行為の実施区域内における防災措置についても審

査を行うものである。

１　現地形に沿った開発等 

　　開発行為が原則として現地形に沿って行われること及び開発行為による土砂の移動量が必

要最少限度であることが明らかであること。 

 

２　法面の安定の確保（切土・盛土・捨土関係その１） 

　　切土、盛土又は捨土を行う場合には、その工法が法面の安定を確保するものであること及

び捨土が適切な箇所で行われること並びに切土、盛土又は捨土を行った後に法面を生ずると

きはその法面の勾配が土質、法面の高さ等からみて崩壊のおそれのないものであり、かつ、

必要に応じて小段又は排水施設の設置等の措置が適切に講ぜられることが明らかであること。 
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３　法面崩壊防止の措置（切土・盛土・捨土関係その２） 

　　切土、盛土又は捨土を行った後の法面の勾配が、２によることが困難であるか若しくは適

当でない場合又は周辺の土地利用の実態からみて必要がある場合には、擁壁の設置等の法面

崩壊防止の措置が適切に講ぜられることが明らかであること。 

 

４　法面保護の措置（切土・盛土・捨土関係その３） 

　　切土、盛土又は捨土を行った後の法面が雨水等により侵食されるおそれがある場合には、

法面保護の措置が適切に講ぜられることが明らかであること。 

 

５　土砂流出防止の措置 

　　開発行為に伴い相当量の土砂が流出し下流地域に災害が発生するおそれがある場合には、

開発行為に先行して十分な容量、構造等を有するえん堤等の設置、森林の残置等の措置が適

切に講ぜられることが明らかであること。 

 
６　排水施設の措置 

　　雨水等を適切に排水しなければ災害が発生するおそれがある場合には、十分な能力、構造

を有する排水施設の設置の措置が適切に講ぜられることが明らかであること。 

 

７　洪水調節等の措置 

　　下流の流下能力を超える水量が排水されることにより災害が発生するおそれがある場合に

は、洪水調節池等の設置等の措置が適切に講ぜられることが明らかであること。 

 

８　その他災害の防止の措置 

　　飛砂、落石、なだれ等の災害が発生するおそれがある場合には、静砂垣又は落石若しくは

なだれ防止柵の設置等の措置が適切に講ぜられることが明らかであること。 

 

第３　水害の防止に係る事項（法第10条の２第２項第１号の２関係） 

　「当該開発行為をする森林の現に有する水害の防止の機能からみて、当該開発行為により

当該機能に依存する地域における水害を発生させるおそれがあること（法第10条の２第２項

第１号の２）」に該当しないこと。

（趣旨） 

　これは、開発行為をする森林の植生、地質及び土壌の状態並びに流域の地形、流域の土

地利用の実態、流域の河川の状況、流域の過去の雨量、流域における水害の発生状況等か

ら水害の防止の機能を把握し、土地の形質を変更する行為の態様、防災施設の設置計画の

内容等から森林の有する水害の防止の機能に依存する地域において水害を発生させるおそ

れの有無を判断する趣旨であり、この判断のため、基準を満たすか否かにつき審査を行う。

　（洪水調節等の措置） 

　　開発行為をする森林の現に有する水害の防止の機能に依存する地域において、開発行為に

伴い増加するピーク流量を安全に流下させることができないことにより水害が発生するおそ

れがある場合には、洪水調節池等の設置等の措置が適切に講ぜられることが明らかであるこ

と。
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第４　水の確保に係る事項（法第10条の２第２項第２号関係） 

　「当該開発行為をする森林の現に有する水源のかん養の機能からみて、当該開発行為によ

り当該機能に依存する地域における水の確保に著しい支障を及ぼすおそれがあること（法第

10条の２第２項２号）」に該当しないこと。

（趣旨） 

　これは、開発行為をする森林の植生、土壌の状態、周辺地域における水利用の実態及び

開発行為をする森林への水利用に依存する程度等から水源かん養機能を把握し、貯水池、

導水路等の設置計画の内容等から水源かん養機能に依存する地域の水の確保に著しい支障

を及ぼすおそれの有無を判断する趣旨であり、この判断のため、１及び２の基準を満たす

か否かにつき審査を行う。

１　水量の確保 

　　他に適地がない等によりやむをえず飲用水、かんがい用水等の水源として依存している森

林を開発行為の対象とする場合で、周辺における水利用の実態等からみて必要な水量を確保

するため必要があるときには、貯水池又は導水路の設置等の措置が適切に講ぜられることが

明らかであること。 

 

２　水質の悪化の防止 

　　周辺における水利用の実態等からみて土砂の流出による水質の悪化を防止する必要がある

場合には、沈砂池の設置、森林の残置等その他の措置が適切に講ぜられることが明らかであ

ること。 

 

第５　環境の保全に係る事項（法第10条の２第２項第３号関係） 

　「当該開発行為をする森林の現に有する環境の保全の機能からみて、当該開発行為により

当該森林の周辺の地域における環境を著しく悪化させるおそれがあること（法第10条の２第

２項第３号）」に該当しないこと。

（趣旨） 

　これは、開発行為をする森林の樹種、林相、周辺における土地利用の実態等から自然環

境及び生活環境の保全の機能を把握し、森林によって確保されてきた環境の保全は森林以

外のものによって代替されることが困難であることが多いことにかんがみ、開発行為の目

的、様態等に応じて残置管理する森林の割合等からみて、周辺の地域における環境を著し

く悪化させるおそれの有無を判断する趣旨であり、この判断のため１～３の基準を満たす

か否かにつき審査を行う。

１　相当面積の森林の残置等 

　　開発対象区域に開発行為に係る事業の目的、態様、周辺における土地利用の実態等に応じ

て相当の面積の森林又は緑地の残置又は造成が適切に行われることが明らかであること。 

 

２　騒音等の影響の緩和、植生の保全等 

　　騒音、粉じん等の著しい影響の緩和、風害等からの周辺の植生の保全等の必要がある場合

には、開発対象区域内の適切な箇所に必要な森林の残置又は必要に応じた造成が適切に行わ

れることが明らかであること。
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３　景観の維持への配慮 

　　景観の維持に著しい支障を及ぼすことのないように適切な配慮がなされており、特に市街

地、主要道路等からの景観を維持する必要がある場合には、開発行為により生ずる法面を極

力縮少するとともに、可能な限り法面の緑化を図り、また、開発行為に係る事業により設置

される施設の周辺に森林を残置し若しくは造成し又は樹木を植栽する等の措置が適切に講ぜ

られることが明らかであること。 
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２ 北海道林地開発許可に関する事務処理要領　別記第２号　審査基準（細則） 

 

　１　この審査基準（細則）は、別記１の審査基準に係る技術的若しくは手続的な細部事項又は適

用の考え方等を定めたものである。 

 

　２　適用にあたっては、次に留意すること。 

 　(1)　参考として示した基準についても、これに依らずに開発行為を行おうとする場合には、開

発事業者に対して別の基準等の提示を求め、その妥当性等を確認し、審査を行うものである。 

 　(2)　具体的な数値により示す技術的な基準（参考基準を含む。）については、次の技術的助言

（地方自治法第245条の４の技術的助言をいう。）によるものを除き、その準拠基準を示し

ている。 

　　　ア　「開発行為の許可制に関する事務の取扱いについて」（平成14年３月29日付け13林整治

第2396号通知） 

　　　イ　上記ア中の別紙「開発行為の許可制に関する事務の取扱いについて」 

　　　ウ　「開発行為の許可基準等の運用について」（令和４年11月15日付け４林整治第1188号） 
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第１　一般的事項 

 

審査基準第１の１関係（開発行為の実施の確実性） 

（基準） 
１　次の事項のすベてに該当し、申請に係る開発行為を行うことが確実であること。 

 (1)　計画の具体性 
　　　開発行為に関する計画の内容が具体的であり、許可を受けた後遅滞なく申請に係る開発行為を 
　　行うことが明らかであること。 
 (2)　土地の権利者の同意 
　　　開発行為に係る森林の土地につき、開発行為の施行の妨げとなる権利を有する者の相当数の同 

　　意を申請者が得ていることが明らかであること。 
 (3)　関係法令等による許認可等 
　　　開発行為又は開発行為に係る事業の実施について他の行政庁の免許、許可、認可その他の処分 
　　を必要とする場合には、当該処分がなされているかの確認又は当該申請に係る申請の状況の確認 
　　ができること。また、行政庁の処分以外に、環境影響評価法（平成９年法律第81号）又は北海道 

　　環境影響評価条例（平成10年10月26日条例第42号）に基づく環境影響評価手続の対象となる場合 
　　には、その手続の状況の確認もできること。 
 (4)　信用及び資力 
　　　申請者に開発行為を行うために必要な信用及び資力があることが明らかであること。なお、防 
　　災施設の整備に必要な資金の手当が可能であることや事業体としての信用があることを確認する 
　　ものとする。 

　　　また、融資決定が開発行為の許可後となる場合等、当該書類を提出することが困難な場合には、 
　　次に掲げる方法等により確認するものとする。 
　　　①　防災施設の設置の先行実施を徹底させる観点から、防災施設の設置に係る部分の資金の　　　

　  　　調達について別途預金残高証明書等により確認する。 
　　　②　上記が困難な場合には、申請時に、金融機関から事業者への関心表明書を提出させ、着　　　

　  　　手前に融資証明書を提出することを許可条件に付す。

１　計画の具体性 

　　「計画内容の具体性」については、次のとおり確認すること。 

 (1)　実施事業の設計方針及び設計図書の工種、工法、規模、数量等の内容が適正であること。 

 (2)　許可申請書に添付すべき書類で使用されている数量等の根拠になるデータが、各審査項目

に対し適合していること。 

 (3)　事業の実施について、具体的な施工工程（工区分けを含む。）が立てられていること。 

 (4)　許可後、遅滞なく許可申請書に基づき事業が実施されると認められ、また、完了後におい

ても許可申請書に基づく土地利用が行われることが確実であること。 

 

２　土地の権利者の同意 

 (1)　開発行為の施行の妨げとなる権利 

　　　「開発行為の施行の妨げとなる権利」等については、次のとおり確認すること。 

　　ア　開発行為に係る森林の土地を使用する権利等（所有権、地上権、地役権、賃借権、土地

使用承諾、土地使用賃借契約等）については、不動産登記簿、公正証書、契約書等（地上

権、地役権、賃借権等の権利設定契約書及び土地売買契約書等）により確認すること。 

　　　　なお、所有権には、次のような他人の権利等が設定されていることがあるので、これら

についても確認すること。 

　　 (ｱ)　用益物件　地上権、地役権、永小作権、賃借権、採石権、鉱業権等 

　　 (ｲ)　担保物件　抵当権、留置権、質権、先取特権、根抵当権等
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　　イ　土地について、アの権利が設定されている場合には、その権利者の開発行為に対する意 

　　　見又は同意書が添付されている等、開発行為を行うための阻害要因が排除されていること 

　　　を確認すること。 

 (2)　相当数の同意 

　　　「相当数の同意」とは、開発行為に係る森林の土地につき、開発行為の妨げとなる権利を

有するすべての者のできる限り全員の同意を得ていることが望ましいという趣旨であり、こ

れが困難又は不適当な場合には、３分の２以上の者から同意を得ており、その他の者につい

ても同意を得ることができると認められる場合を指すものとする。（省令第４条第２号） 

 (3)　「森林の土地」以外の土地に係る取扱 

　　　開発行為に係る事業区域内の森林の土地以外の土地についても、森林の土地に準じるものとする。 

 

３　関係法令等による許認可等 

　　「法令等による許認可等」については、次のとおり確認すること。 

 (1)　関係法令 

　　ア　法のほか、土地使用の制限等に係る次の法令等の関連について確認すること。 

　　　　都市計画法、宅地造成等規制法、農業振興地域の整備に関する法律、農地法、自然公園

法、自然環境保全法、北海道自然環境等保全条例、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する

法律、環境影響評価法、北海道環境影響評価条例、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、

土壌汚染対策法、景観法、文化財保護法、砂利採取法、採石法、鉱業法、河川法、道路法、

国有財産法等 

　　イ　関連法令の確認にあたっては、市町村が独自に条例等に基づき土地使用の制限等を行う場

合があることに留意すること。 

 (2)　確認方法 

　　　他法令の許認可等を要する場合には、「他法令の手続状況」（様式第11号）に具体的に記入

させる等して、次によりその状況を確認すること。 

　　ア　許認可等を受けている場合 

　　　　許認可書等の写しが添付されていること。 

　　イ　許認可等の申請書等が提出されている場合 

　　 (ｱ)　許認可申請書等の写しが添付されていること。 

　　 (ｲ)　許認可を行う行政機関名、当該申請書の収受年月日及び手続状況が明らかにされてい

ること。 

　　ウ　許認可等の申請書等が未提出の場合 

　　 (ｱ)　許認可を行う行政機関名及び当該申請書の経由機関名を明らかにすること。 

　　 (ｲ)　当該申請書の提出予定年月日及び関係行政機関との打合せ経緯を明らかにすること。 

 (3)　埋蔵文化財の取り扱いについては、文化財保護法の定めによるほか、北海道教育委員会教育

長との事前協議に係る回答文書により工事着工に支障のないことを確認すること。 

 (4)　他法令の許認可等を要する場合には、行政事務の効率的な執行のため、関係する行政機関と

情報共有するものとする。 

 

４　信用及び資力 

　　「信用及び資力」については、次のとおり確認すること。 

　　　ただし、開発行為の目的、態様等に応じて必要な書類を追加又は不要な書類を省略するこ

　　とができることとする。
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 (1)　申請者が法人の場合には、法人の登記事項証明書等により、法人の設立年月日、法人（会

社等）の資本系列、資本額、取引対象等の内容を、法人でない団体である場合には、代表者

の氏名並びに規約等当該団体の組織及び運営に関する定めを総合的に勘案して、当該申請者

の信用度について判断すること。 

　　　なお、申請者が個人の場合には、住民票等により判断すること。 

 (2)　申請者が未成年者、成年被後見人、被補佐人等の場合には、原則として法定代理人等の意

見を確認すること。 

 (3)　上記(1)及び(2)のほか、申請者の信用及び資力については、次により確認すること。 

　　ア　自己資金は預金残高証明書により、また、借入金は融資証明書等により確認する。 

　　　　なお、融資証明書とは、当該借入金の種類、名称、貸付決定年月日及び決定額を記載し 

　　　た書面並びにこれらの貸付についての貸付機関の証明書をいう。 

　　イ　事業経歴書 

　　ウ　定款（法人の場合） 

　　エ　法人の資本系列、取引対象等が明らかな資料 

　　オ　貸借対照表、損益計算書等の法人の財務や経営状況を確認できる資料 

 (4)　開発行為の施工者（申請者自身が施工する場合も含む。）の信用及び資力については、次に

より確認することとするが、申請時点で防災施設の施工者が決定していない場合等、下記

の書類を提出することが困難な場合には、申請時に施工者の決定方法や時期、求める施工

能力について記載した書類を提出させるとともに、着手前までに正規の確認書類を提出す

ることについて誓約書を提出させ、許可条件に付す等の方法により確認するものとする。 

　　　これは、施工者による防災措置の確実な実施を担保する観点から、防災措置を講ずるために

必要な能力があることを証する書類を確保するためである。 

　　ア　建設業法許可書（土木工事）等 

　　イ　事業経歴書 

　　ウ　預金残高証明書（防災施設施工分として） 

　　エ　事業実施体制を示す書類（職員数、主な役員・技術者名等） 

　　オ　林地開発に係る施工実績を示す書類 

 

審査基準第１の２関係（開発行為に係る土地の面積） 

（基準） 
２　開発行為に係る土地の面積が、当該開発行為の目的実現のため必要最小限度の面積であること（法令

等によって面積につき基準が定められているときには、これを参酌して決められたものであること）が

明らかであること。

　「必要最小限度の面積」であるかについては、次のとおり確認すること。 

１　開発行為の面積について、法令等によって別に定めがある場合には、該当する法令の基準に

適合しているかを確認すること。 

２　法令等に開発面積の基準がない場合には、開発目的、開発の態様、地域の土地利用のあり方

等を勘案して、開発後の施設等の利用人員などの諸要因との関係から、必要面積が具体的に算

出されているかを確認すること。
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審査基準第１の３関係（開発行為に係る全体の計画） 

（基準） 
３　開発行為の計画が大規模であり長期にわたるものの一部についての許可の申請である場合には、全体

計画との関連が明らかであること。

　「全体計画との関連」について、次のとおり確認すること。 

１　全体計画が大面積でかつ長期にわたる場合には、期別計画が明らかにされていること。ただ

し、申請者の事業計画内容を良く検討した上で、申請者に不利益を被らせぬよう配慮する必要

がある。 

２　各期別計画ごとの施行順序及び防災施設に係る工事における全体計画と期別計画ごとの関係

等が明らかにされていること。 

３　期別計画が各期別計画内で防災施設、残置森林の配置等許可の要件をそれぞれで満している

場合には、可能な限り期別ごとの申請になっていること。 

　　なお、２期計画以降の許可にあたっては、開発の履行状況等を考慮すること。 

４　開発行為の期間は、おおむね５年以内になっていること。 

　　ただし、他法令の許認可等の期限が定められている場合には、次の例を参考として調整をする

こと。 

 (1)　採石法及び砂利採取法に係る岩石等採掘の開発行為 

　　　同法が認可した採取計画等の期間と同一であること。 

　　　ただし、採掘跡地の緑化及び植栽については、施工適期が限定されることから、採取期間に

１年程度の期間を加えることはやむを得ないものとする。 

 (2)　鉱業法に係る鉱物試掘及び採掘等の開発行為 

　　　同法に基づき届け出た施業案の期間と同一であること。採掘跡地の緑化及び植栽については、

(1)に準じること。 

 (3)　廃棄物の処理及び清掃に関する法律に係る廃棄物処理施設の設置のための開発行為 

　　　中間処理施設又は最終処分場のいずれも同法の施設の使用前検査までの期間と同一であるこ

と。 

　　　ただし、最終処分場については、施設廃止後、当該地を森林復元しなければ周辺の地域にお

ける環境を著しく悪化させるおそれがある場合には、施設廃止後に植栽に要する期間までを加

えた期間とすること。 

 

審査基準第１の４関係（一時利用後の措置） 

（基準） 
４　一時利用後の措置 
　　開発行為により森林を他の土地利用に一時的に供する場合には、利用後における原状回復等の事後措

置が適切に講ぜられることが明らかであること。

　「原状回復等の事後措置」とは、開発行為が行われる以前の現状に回復することに固執するこ

とではなく、造林の実施等を含めて従前の効用を回復するための措置をいうものとする。 

　なお、跡地の植栽計画が、適地適木、樹木の成育可能な土地（土壌）環境づくり等に配慮され

ているかを確認すること。
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審査基準第１の５関係（森林施業への配慮） 

（基準) 
５　森林施業への配慮 
　　開発行為が、周辺の地域の森林施業に著しい支障を及ぼすおそれがないように適切な配慮がなされて

いること。

　この基準としては、例えば、開発行為により道路が分断される場合には、付替道路の設置の計

画が明らかであり、開発行為の対象箇所の奥地における森林施業に支障を及ぼすことのないよう

に配慮されていること等が該当する。 

　なお、周辺地域の造林及び伐採計画等の森林施業並びに森林公園の造成及び環境保全林の整備等

の林業施策との調整がなされているかを確認すること。 

 

審査基準第１の６関係（周辺地域の生活及び産業活動への配慮） 

（基準） 
６　周辺地域の生活及び産業活動への配慮 
　　開発行為に係る事業の目的に即して土地利用が行われることによって周辺の地域における住民の生活

及び産業活動に相当の悪影響を及ぼすことのないように、適切な配慮がなされていること。

　この基準としては、例えば、次の事項が該当する。 

１　事前説明等　 

　　開発行為に係る事業目的、周辺地域の状況等を勘案の上、開発行為により影響を受けると見込

まれる場合、申請者は、地域住民等に対して事業計画に関する事前説明を行い、地域住民等から

意見や要望があったときは、その内容及び当該意見等に対する申請者の見解や対応方針等が明ら

かであること。 

　　また、事前説明が必要な開発行為、説明を要する地域住民等及び説明の方法について、関係市

町村長の意向が十分反映されたものであること。 

　　なお、地域住民等への説明に係る関係市町村長の意向、地域住民等への説明状況、地域住民等

からの意見又は要望、当該意見等に対する申請者の見解や対応方針等を記載した「地域住民等へ

の説明結果概要書」の添付により確認すること。 

 (1)　事前説明が必要な開発行為 

　　　事前説明が必要な開発行為については、新規の許可申請に係るもの及び変更許可申請であっ

て開発行為の目的を変更するものを標準とする。 

 (2)　対象住民等 

　　　事前説明を要する地域住民等については、開発行為に係る事業区域から300ｍの範囲内に居

住する者を標準とする。 

 (3)　関係市町村長の意向 

　　ア　上記(1)、(2)について、関係市町村長が事業計画の内容や周辺地域の状況等を見て、標準

と異なる意向（例えば、地域住民等の範囲の拡大又は縮小）である場合は、極力、関係市町

村長の意向に沿ったものであること。 

　　イ　事前説明の方法については、関係市町村長と打合せの上、地域の状況等に応じて決定され

たものであること。 

 (4)　他法令等での同種の手続がある場合の取扱 

　　　開発行為又は開発行為に係る事業の実施について、他の法令等による許認可等を必要とする

場合であって、当該許認可等の定めにより地域住民等への周知等が行われ、上記(1)から(3)ま
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での要件を満たすと認められる場合は、「地域住民等への説明結果概要書」に代え、当該許認可等

が定める書類（写し）の添付により確認すること。 

 

２　環境の保全に関する協定 

　　地域住民の生活への影響の関連でみて開発行為に係る事業の実施に伴い地域住民の生活環境の

保全を図る必要がある場合には、申請者が、関係市町村長と環境の保全に関する協定を締結して

いること。 

　　なお、次に留意すること。 

 (1)　「環境の保全に関する協定書」の写しの添付により締結の有無等を確認すること。 

 (2)　関係市町村長との協定の締結が困難な場合には、地方自治法第260条の２に規定された地縁

団体（自治会、町内会等）と環境の保全に関する協定を締結していること。 

 (3)　開発行為又は開発行為に係る事業の実施について、他の法令等による許認可等を必要とする

場合であって、当該許認可等の定めにより同様の協定の締結等が行われ、上記の要件を満たす

と認められる場合は、「環境の保全に関する協定書」に代え、当該許認可等が定める書類の写

しの添付により確認すること。 

 

３　その他　 

　　貴重な動植物の生息又は生育について、申請者において市町村等に確認されていること。 

 

審査基準第１の７関係（残置森林等の維持管理） 

（基準） 
７　開発対象区域（開発行為に係る森林の土地の区域及び当該区域に介在し又は隣接して残置することと

なる森林又は緑地で開発行為に係る事業に密接に関連するものの区域をいう。以下同じ。）内に残置し

又は造成した森林又は緑地が善良に維持管理されることが明らかであること。

１　善良な維持管理 

　　「善良に維持管理されることが明らかである」とは、残置し、又は造成する森林又は緑地に

つき申請者が権原を有していることを原則とし、地方公共団体との間で森林又は緑地の維持管

理につき協定が締結されていること等をいう。 

　　この場合において、開発対象区域内に残置し又は造成した森林については、森林経営計画の

作成や保安林の指定などを通じ、原則として将来にわたり保全又は形成に努めるものとする。 

 

２　残置森林等の維持管理に関する協定 

　　残置する森林等が開発中及び開発後に適正に維持管理されるように次のとおり確認すること。 

 (1)　地方公共団体等と締結した残置森林等の維持管理に関する協定書等の写しが添付されてい

ること。 

 (2)　「ゴルフ場等の残置森林の施業推進に関する指導方針について」（平成２年12月6日治山第1

047号）に基づき、「長期森林施業業務委託契約」が締結されているか確認すること。 

 (3)　別荘地の造成等事業用地の造成後に第三者へ用地の売却等を行う場合には、買受人との契

約等において、残置された森林の適正な維持管理を行う旨の内容が盛込まれた書類が作成さ

れているかを確認すること。
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第２　災害の防止に係る事項（法第10条の２第２項第１号関係） 

 

【　共 通 事 項　】 

　災害の防止に係る措置ついては、審査基準に基づき適正に計画されているとともに、次の事項

にも留意されていること。 

 

１　開発工事のうち防災施設工事は、原則としてその他の工事に先行して施工するよう計画され

ていること。また、防災施設等が腐食等により機能を失った場合でも、これが原因で土砂の流

出等が発生しないよう、工事中及び工事後適正に維持管理されるよう計画されていること。 

 

２　開発行為に係る防災施設及び関連する工事の施工等については、労働安全衛生法及び建設業

法等の関係法令を遵守し施工中の安全管理の措置及び保安対策が講じられていること。 

　　なお、当該施設を設置した場所に人、家畜等が立ち入り危険が予想される場合には、これら

に対する注意警告の措置及び安全柵等を適宜設けることが明らかであること。 

 

３　開発行為の施行に当たって、災害の防止及び水害の防止のため必要なえん堤、排水施設、洪水

　調節池等について仮設の防災施設を設置する場合は、全体の施工工程において具体的な箇所及び

　施工時期を明らかにするとともに、仮設の防災施設の設計は本設のものに準じて行うこと。 

 

４　開発行為の完了後においても整備した排水施設や洪水調節池等が十分に機能を発揮できるよう

　土砂の撤去や豪雨時の巡視等の完了後の維持管理方法について明らかにすること。
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審査基準第２の１関係（現地形に沿った開発等） 

（基準） 
１　開発行為が、原則として現地形に沿って行われること及び開発行為による土砂の移動量が必要最少限

度であることが明らかであること。

１　現地形に沿った開発　 

 (1)　事業区域内の沢につき極力土地の形質の変更を行わないものとする。 

 (2)　やむを得ず沢部の土地の形質の変更を行う場合には、次の措置が講ぜられていること。 

　　ア　沢部の土地の形質の変更をする面積及び盛土高が必要最小限度であること。 

　　イ　沢地形の箇所に盛土（沢埋め盛土）を行い地形に相当の変化を与える場合等は、旧沢地形

に沿った排水施設の設置等の措置が講ぜられること。 

　　 (ｱ)　盛土する箇所には、十分な流下能力を有し、かつ、維持管理のために必要な断面を有

する管渠（暗渠等）等が設置されていること。 

　　 (ｲ)　管渠等の呑口及び吐口については、翼壁等を設け、盛土の安定が図られていること。 

　　 (ｳ)　必要に応じて管渠の閉塞防止対策がなされていること。 

　　 (ｴ)　盛土する箇所の下流に、流出土砂防止対策がなされていること。 

 

２　土砂の移動 

 (1)　土砂移動による周辺への影響が大きい開発行為の取扱 

　　　その利用形態からみて、土砂の移動が周辺に及ぼす影響が比較的大きいと認められるスキ

－場の滑走コースに係る切土量は１ヘクタール当たりおおむね1,000立方メートル以下、ゴル

フ場の造成に係る切土量と盛土量の合計は18ホール当たりおおむね200万立方メートル以下を

標準とすること。 

 (2)　土砂移動量の計算 

　　　土砂移動量（土砂量）は、次表の変化率を参考に計算されていること。 

     　（土量変化率）

土　　　質
締固めた土

ほぐした土 摘　　　要
範　　　囲 標　準

 土 砂   １．２０

  砂 質 土 ０．８０～１．００ ０．９０ １．２０

 質  粘 性 土 １．２５

 礫 質 土 ０．９０～１．００ ０．９０ １．２０

 ０．９０～１．００ １．００ １．２０  軟岩ⅠＡ

 軟　　　　　　岩 ０．９５～１．１５ １．１５ １．３０  軟岩ⅠＢ

１．１０～１．３０ １．２０ １．５０  軟岩Ⅱ

 中 硬 岩 １．１５～１．３５ １．２５ １．６０

硬岩（Ⅰ）（Ⅱ）　 １．３０～１．５０ １．４０ １．６５

 岩 塊 ・ 玉 石 ０．９５～１．０５ １．００ １．２０

　　　　※現行基準による　　　　　　　　　　　　　　（林道事業設計指針（土量計算））
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審査基準第２の２関係（法面の安定の確保） 

（基準） 
２　切土、盛土又は捨土を行う場合には、その工法が法面の安定を確保するものであること及び捨土が適

切な箇所で行われること並びに切土、盛土又は捨土を行った後に法面を生ずるときはその法面の勾配が

土質、法面の高さ等からみて崩壊のおそれのないものであり、かつ、必要に応じて小段又は排水施設の

設置等の措置が適切に講ぜられることが明らかであること。

　切土、盛土又は捨土は、次によるものであること。 

１　工法等　 

 (1)　切土は、原則として階段状に行う等法面の安定が確保されるものであること。 

 (2)　盛土は、必要に応じて水平層にし順次盛り上げ、十分締め固めが行われるものであること。 

 (3)　土石の落下による下斜面等の荒廃を防止する必要がある場合には、柵工の実施等の措置が

　　講ぜられていること。 

 (4)　大規模な切土、盛土又は捨土を行う場合には、融雪、豪雨等により災害が生ずるおそれの

　　ないように工事時期及び工法について適切に配慮されていること。 

 

２　切　　土 

 (1)　切土法面の勾配 

　　　法面の勾配は、次表を参考に、土質、切土高、気象、近傍にある既往の法面の状態等を勘

　　案して、現地に適合した安全なものであること（必要に応じ地質調査等を実施）。 

   　（土の種類と内部摩擦角及び摩擦係数） 

 
土の種類 状　 　 　 態

内部摩擦角 摩擦係数 
摘　 　 要

 (安息角) （tanφ）
  乾 燥 し た も の ２０゜～３７゜ 0.36～0.75 ＊安息角は、自然にとりうる

 粘　 　 　 土 水 分 少 な い も の ４０゜～４５゜ 0.84～1.00 土の最大傾斜角（斜面の安定

 水 分 多 い も の １４゜～２０゜ 0.25～0.36 傾斜角）であるが、例えば安

  乾 燥 し た も の ２７゜～４０゜ 0.51～0.84 息角までの法切りを行えば、

 砂 水 分 少 な い も の ３０゜～４５゜ 0.58～1.00 それによる発生土量は莫大と

 水 分 多 い も の ２０゜～３０゜ 0.36～0.58 なることもあることに留意す

  乾 燥 し た も の ３０゜～４５゜ 0.58～1.00 ること。 

 砂　 　 　 利 水 分 少 な い も の ２７゜～４０゜ 0.51～0.84 ＊斜面の安定度は、土質や切

 水 分 多 い も の ２５゜～３０゜ 0.47～0.58 土高、気象等の外、土の堆積重

 乾 燥 し た も の ２０゜～４０゜ 0.36～0.84 量や浸透流（地下水）等が作用

普　 通　 土 水 分 少 な い も の ３０゜～４５゜ 0.58～1.00 していることに留意すること。

水 分 多 い も の １４゜～２７゜ 0.25～0.51

小　 　 石 ３５゜～４８゜ 0.70～1.11

（治山技術基準（山腹工（のり切り工））・森林土木ハンドブック（山腹工事））



- 97 -

   　（切土法面の勾配） 

地 山 の 土 質 切 土 高 勾　 　 配

硬　 　 　 岩   １：０．３～１：０．８ 

軟　 　 　 岩   １：０．５～１：１．２ 

砂 １：１．５～　 　 　

 密実なもの ５ｍ以下 １：０．８～１：１．０ 

砂　 質　 土 ５～10ｍ １：１．０～１：１．２

 密実でないもの ５ｍ以下 １：１．０～１：１．２ 

５～10ｍ １：１．２～１：１．５

 密実なもの、 10ｍ以下 １：０．８～１：１．０ 

砂利又は岩塊混じり 又は粒度分布のよいもの　 10～15ｍ １：１．０～１：１．２

砂 質 土 　 　 　 　 　 密実でないもの、 10ｍ以下 １：１．０～１：１．２ 

　 又は粒度分布の悪いもの　 10～15ｍ １：１．２～１：１．５

粘質土及び粘土 ０～10ｍ １：０．８～１：１．２

岩塊又は玉石混じり ５ｍ以下 １：１．０～１：１．２ 

の粘質土　 　 　 　 ５～10ｍ １：１．２～１：１．５

（道路土工指針） 
　　注）　 法面勾配又は切土高について、上記表の基準に沿っていない場合等は、別の基準（土質試験及び

　 　 　 　 安定計算結果を含む。）により、安定の確保が確認されていること。 

 (2)　切土小段 

　　　切土小段については、次を参考に、設置されていること。 

　　（切土小段の設置基準） 

ア　土砂の切土高が10ｍを超え法面崩壊のおそれのある場合に設置するものとする。 

イ　寸法は幅0.5～2.0ｍで、設置高５～10ｍ程度ごとの設置を標準とする。 

ウ　縦断勾配は、縦排水工への取付け部等を除きできるだけ緩勾配とし、小段浸食のおそ

れのないよう５～10％程度を標準とする。 

エ　小段によって法面が侵食又は崩壊のおそれのある場合には、小段排水工等を設けるも

のとする。

 (3)　その他の安定対策 

　　　切土を行った後の地盤にすべりやすい土質の層がある場合には、その地盤にすべりが生じ

ないように杭打ち等の措置が講ぜられていること。 

 

３　盛　　土 

 (1)　盛土法面の勾配 

　　　法面の勾配は、次表を参考に、盛土材料、盛土高、気象、近傍にある既往の法面の状態等

を勘案して、現地に適合した安全なものであること。 

   　（盛土法面の勾配） 

 盛 土 材 料 盛 土 高 勾　 　 配 摘　 　 　 　 　 要  

  粒度の良い砂   ０～５ｍ     １：１．５～１：１．８ 　 基礎地盤の支持力が  

  砂利及び砂利混じり砂   ５～15ｍ      １：１．８～１：２．０     十 分に あり 、浸 透水 の  

  粒度の悪い砂   ０～10ｍ      １：１．８～１：２．０     影響のない盛土に適用  

  岩塊（ずりを含む）   ０～10ｍ     １：１．５～１：１．８ する。  

 10～20ｍ      １：１．８～１：２．０     
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   　（盛土法面の勾配） 

盛 土 材 料 盛 土 高 勾　 　 配 摘　 　 　 　 　 要

 砂質土   　 基礎地盤の支持力が

 硬い粘質土、硬い粘土（洪   ０～５ｍ     １：１．５～１：１．８ 十 分に あり 、浸 透水 の

 積層の硬い粘質土、粘土、   ５～10ｍ     １：１．８～１：２．０ 影響のない盛土に適用

 関東ロ－ムなど） する。 

 軟らかい粘質土   ０～５ｍ      １：１．８～１：２．０     

（道路土工指針） 

　 　 注）　 法面勾配又は盛土高について、上記表の基準に沿っていない場合等は、別の基準（安定計算結果

　 　 　 　 を含む。）により、安全の確保が確認されていること。 

(2)  一層の仕上がり厚 

  　 一層の仕上がり厚は、30センチメートル以下とし、その層ごとに締め固めが行われていると

　　ともに、必要に応じて雨水その他の地表水又は地下水を排除するための排水施設の設置等の措

    置が講ぜられていること。 

(3)　盛土小段 

　　　盛土小段については、次を参考に、設置されていること。 

　　（盛土小段の設置基準） 

ア　土砂の盛土高が５ｍを超え法面崩壊のおそれのある場合に設置するものとする。 

　　ただし、小段が盛土の安定を明らかに阻害するおそれのある次のような箇所において

は、設置しないものとする。 

 (ｱ)　雨水等の法面流下によって小段から侵食を生ずる箇所 

 (ｲ)　雨水等の盛土内浸透を助長する箇所 

 (ｳ)　厚さ1.0ｍ程度以下の薄層の盛土箇所 

イ　寸法は幅0.5～1.0ｍで、設置高５ｍ程度ごとの設置を標準とする。 

ウ　縦断勾配等は切土小段に準じるものとする。

 (4)　その他の安定対策 

　　　盛土がすべり、ゆるみ、沈下し又は崩壊するおそれがある場合には、盛土を行う前の地盤

の段切り、地盤の土の入替え、層状転圧、埋設工の施工、排水施設の設置等の措置が講ぜら

れていること。 

 

４　捨　　土 

 (1)　捨土は、土捨場を設置し土砂の流出防止措置を講じて行われるものであること。　　　 

　　この場合において、土捨場の位置は、急傾斜地及び湧水の生じている箇所等を避け、人家又

は公共施設との位置関係を考慮の上設定されているものであること。 

 (2)　法面の勾配の設定等は、盛土に準じて行われ、土砂の流出のおそれがないものであること。 

 

５　その他　 

　排水施設は、第２の４関係及び第２の６関係によるものであること。
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審査基準第２の３関係（法面崩壊防止の措置） 

（基準） 
３　切土、盛土又は捨土を行った後の法面の勾配が、２によることが困難であるか若しくは適当でない場

合又は周辺の土地利用の実態からみて必要がある場合には、擁壁の設置等の法面崩壊防止の措置が適切

に講ぜられることが明らかであること。

　法面崩壊防止は、次によるものであること。 

１　措置が必要な場合 

 (1)　基準第２の２によることが困難であるか若しくは適当でない場合 

　　　「困難であるか又は適当でない場合」とは、例えば、“崩壊のおそれのない法面の勾配”にし

ようとすると切土、盛土又は捨土の法面が非常に長くなり、必要以上に開発面積が大きくな

る場合等が該当する。　 

 (2)　周辺の土地利用実態からみて必要がある場合　 

　　　「周辺の土地利用の実態からみて必要がある場合」とは、人家、学校、道路等に近接し、

かつ、次のア又はイに該当する場合をいう。ただし、土質試験等に基づき地盤の安定計算を

した結果、法面の安定を保つために擁壁等の設置が必要でないと認められる場合には、これ

に該当しない。 

　　ア　切土により生ずる法面の勾配が30度（約1:1.7）より急で、かつ、高さが２メートルを超

える場合。ただし、硬岩盤である場合又は次の(ｱ)若しくは(ｲ)のいずれかに該当する場合は

この限りではない。 

　　 (ｱ)　土質が次表の左欄に掲げるものに該当し、かつ、土質に応じた法面の勾配が同表の中欄

の角度以下のもの。 

　　 (ｲ)　土質が次表の左欄に掲げるものに該当し、かつ、土質に応じた法面の勾配が同表の中欄

の角度を超え、同表の右欄の角度以下のもので、その高さが５メートル以下のもの。この

場合において、(ｱ)に該当する法面の部分により上下に分離された法面があるときは、(ｱ)

に該当する法面の部分は存在せず、その上下の法面は連続しているものとみなす。 

　　　　　（擁壁等の要否に係る法面勾配）

土　 　 　 　 質
 擁壁等を要しない 擁壁等を要する 

勾  配  の  上  限 勾 配 の 下 限

　 軟岩（風化の著しいものを除く。） ６０度（約１：0.6） ８０度（約１：0.2）

　 風化の著しい岩 ４０度（約１：1.2） ５０度（約１：0.9）

　 砂利､真砂土､関東ローム､硬質粘土 
３５度（約１：1.5）

 
４５度（約１：1.0）

 

　 その他これに類するもの

　　イ　盛土により生ずる法面の勾配が30度（約1:1.7）より急で、かつ、高さが１メートルを超

える場合。 

 (3)　第２の４関係の３により必要となる場合 

 

２　擁壁の構造等 

 (1)　位置 

　　　位置は、その目的、地形及び地質条件等を考慮し、地盤の安全性を勘案して定められたも

のであること。 

 (2)　方向 

　　　方向は、擁壁に作用する土圧に対する安定度が大きいことから、原則として、完成後の法

面に対して直角となるよう定められたものであること。
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 (3)　構造 

　　ア　構造は、立地条件等を勘案して、その目的及び必要性に応じた堅固で耐久力を有するも

のであること。 

　　 (ｱ)　土圧、水圧及び自重（以下「土圧等」という。）によって擁壁が破壊されないこと。 

　　 (ｲ)　土圧等によって擁壁が転倒しないこと。この場合において、安全率は1.5以上であること。 

　　 (ｳ)　土圧等によって擁壁が滑動しないこと。この場合において、安全率は1.5以上であること。 

　　 (ｴ)　土圧等によって擁壁が沈下しないこと。 

　　 (ｵ)　擁壁には、その裏面の排水を良くするため、適正な水抜穴が設けられていること。 

 

　　イ　重力式擁壁については、次によるものであること。 

　　 (ｱ)　重力式の安定計算に用いる荷重は、原則として自重及び土圧であること。 

　　　　　ただし、次を参考に必要な場合には、地震等を考慮した荷重を加えたものであること。 

　　　　（地震等を考慮した荷重） 

　一般的には、地震時の荷重の増大は、設計時の安定計算（常時）における安全率及

び不確実な抵抗等に考慮されある程度補われると考えられることから、考慮する必要

はないが、次の擁壁については、別途地震時の荷重を考慮した安定計算をすることと

する。 

ａ　高さ8.0ｍを超える擁壁。 

ｂ　倒壊が付近に重大な損害を与えたり復旧が極めて困難なもの等、地震を考慮する

必要があると認められるもの。

　　 (ｲ)　重力式については、次の安定条件の総てを満たすものであること。 

　　　　（重力式擁壁の安定条件） 

ａ　部材応力度 

　　擁壁の各部に生ずる応力度は、擁壁の材料の許容応力度を超えないこと。 

ｂ　転倒に対して安定 

　　転倒に対する抵抗モーメントは、原則として転倒モーメントの1.5倍以上あること。 

ｃ　滑動に対して安定 

　　滑動に対する抵抗力の総和は、原則として水平外力の総和の1.5倍以上あること。 

ｄ　基礎地盤の支持力に対して安定 

　　基礎地盤における最大反力は、基礎地盤の許容支持力を超えないこと。

 

審査基準第２の４関係（法面保護の措置） 

（基準） 
４　切土、盛土又は捨土を行った後の法面が雨水等により侵食されるおそれがある場合には、法面保護の

措置が適切に講ぜられることが明らかであること。

　法面保護は、次によるものであること。 

１　植生又は人工材料による保護 

 (1)　植生による保護（実播工、伏工、植栽工等）を原則とする。 

 (2)　植生による保護が適さない場合又は植生による保護だけでは法面の侵食を防止できない場

合には、人工材料による適切な保護（吹付工、張工、法枠工、柵工、筋工等）が行われるも

のであること。 

 (3)　工種は土質、気象等を勘案して決定され、適期に施行されるものであること。
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２　排水施設の設置等 

　　表面水、湧水等（盛土法面に暗渠排水路の吐口がある、切土法面に湧水がある、又は隣接地

からの浸水があること等）により１の保護だけでは法面の侵食を防止できない場合には、排水

施設（法面排水工（排水路等））の設置等の措置が講ぜられていること。 

　　なお、排水施設の能力等は審査基準第２の６関係によるものであること。 

 

３　擁壁の設置等 

　　第２の３関係の１の事由に該当する場合のほか、渓流等により１及び２の保護だけでは法面

が崩壊するおそれがある場合には、擁壁の設置等の措置が講ぜられていること。 

　　なお、擁壁の構造等は、第２の３関係によるものであること。 

 

審査基準第２の５関係（土砂流出防止の措置） 

（基準） 
５　開発行為に伴い相当量の土砂が流出し下流地域に災害が発生するおそれがある場合には、開発行為に

先行して十分な容量、構造等を有するえん堤等の設置、森林の残置等の措置が適切に講ぜられることが

明らかであること。

　土砂流出防止は、次によるものであること。 

１　流出土砂防止施設の種類等 

　　「えん堤等」には次表のものが含まれる。 

　　なお、流出防止の目的等に応じ適切な流出土砂防止施設の設置を要するものであること。 

　　　（流 出 土 砂 防 止 施 設） 

 施　　設 形  状 種　　別 検討事項     

   　コンクリート、鋼製、 　目的及び機能により、規模、品質、     

 えん堤 えん堤形 フトン篭、その他（コン 構造等を検討すること。     

 （ダム） (ダム形) クリート枠、鋼枠、コン     

 クリートブロック等）  

 沈 砂 池 堀込形 　コンクリート、フトン 　設置位置、流入口排水口対策、構造  

 篭、素堀等 の安全性等を検討すること。

  待ち受 　コンクリート、フトン 　地形、地質、集水範囲、堆積量の算

 築　　堤 け形　 篭、堤体等 定、水と土砂の分離対策、構造の安全

 性等を検討すること。

  待ち受 　丸太、雑粗朶、連柴、 　柵工は、流出土砂を発生源近くで小

 柵 け形　 鋼製、合成樹脂系等 規模に捕足する補助的な工法であるの

(流出防止柵) で、設置位置、構造の安全性、恒久対 

策等を総合的に検討すること。

　　 

２　設置箇所 

 (1)　設置箇所は、極力土砂の流出地点に近接した位置であること。又、現地の地形を十分考慮

し自然に集水される地点又は排水施設の流末点等を選定すること。 

 (2)　えん堤等が流出土砂量の関係から大規模な施設となる場合等には、集水区域を細分し小規

模な集水区域ごとに施設を配置し、危険分散するよう計画されていること。
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３　容　　量 

 (1)　えん堤等の容量は、開発行為に係る土地の区域からの流出土砂量を貯砂しうるものである

こと。 

 

 (2)　流出土砂量の算出 

　　ア　開発行為に係る土地の区域からの流出土砂量は、次の(ｱ)及び(ｲ)により算定されるも　　

　のであること。 

　　 (ｱ)　開発行為の施行期間中における流出土砂量。 

　　 (ｲ)　開発行為の終了後において、地形、地被状態、土地利用状況、気象等からみて、地表

が安定するまでの期間に相当量の土砂の流出が想定される場合の流出土砂量。 

　　　　　なお、上記の取扱は、次による。 

        （貯砂能力について）

　えん堤等の容量は、開発行為の施行期間中４か月以上の流出土砂量を貯砂する能力

があり、開発行為の終了後においても保全対象の重要性によりおおむね５年又は３年

分は貯砂可能な容量を持った施設を最小限設置する計画になっていることとする 

　なお、「施工期間中４か月以上」とは、土砂の除去を行う場合でも余裕をみて最低

４か月の貯砂能力を確保するとの趣旨である。又、開発行為の終了後の取扱は、保全

対象が重要な場合は５年、その他は３年を標準とする。

　　イ　流出土砂量は、次表を参考に、流域の地形、地被状態、土地利用状況、気象等を勘案し

て、適切に定められたものであること。 

　　　　（１ha当たりの流出土砂量） 

 地表状況 流出土砂量 備　　考

      ２００ 山成工等土砂の移動を行わず傾斜15度未満

      ㎥/ha/年 の平坦地で土砂移動量が少ないもの。

      ３００ 改良山成工、階段工等の施行で傾斜15～25

     裸　　　　　地 ２００～６００ ㎥/ha/年 度未満の丘陵地（起伏高100～200ｍ）

    ４００ 切取盛土量が多い（５ｍ以上）大規模な開

    ㎥/ha/年 発で土砂移動量が多いもの。山岳地（起伏

 高200ｍ以上）

 ６００ 脆弱な土壌で全面的に侵食のおそれが高い

 ㎥/ha/年 場合

  草地及び皆伐地 １５ ㎥/ha/年

  択 伐 林 地 　２ ㎥/ha/年

 普 通 林 地 　１ ㎥/ha/年

　　　　注）1.　技術的助言等による。 

　　　　　　2.　工事によりかき起こした区域は裸地の扱いとする。 

　　ウ　流出土砂量の算出は、次式による。 

計　算　法

 施行中の流出土砂量（Ｖ１）  Ｖ１＝（施行面積）×（流出土砂量）×４か月(1/3年)以上

 終了後の流出土砂量（Ｖ２）  Ｖ２＝（施行面積）×（流出土砂量）×３年又は５年

流出土砂量（Ｖ）  Ｖ＝Ｖ１＋Ｖ２

   　　注）1.　事業区域内のみに限定した算出として良い。 

       　　2.　Ｖ１・Ｖ２とも区域内の各面積の態様ごとに分類して算出し合計すること。



- 103 -

 (3)　えん堤等の容量 

　　　えん堤等の容量については、次の式（簡便式）も参考に算出されていること。 

　　ア　えん堤式の例 

　　　　Ｖx ＝ 1/2×ｈ×Ｌ｛ｂ＋1/3×ｈ（Ａ＋Ｂ）｝ 

                  Ｌ 
  

 ｈ                                   　　　 １：Ａ     １：Ｂ 
 
                                                         ｂ 
 　　※堆砂勾配は、４の(2)のウによる。

　　イ　掘込式（沈砂池）の例 

　　　　Ｖx ＝ （Ａ1＋Ａ2）×1/2×ｈ 

  

 沈砂池底面積：Ａ1       ｈ 

 

      沈砂池計画高（貯砂高）面積：Ａ2     

 

４　構　造　等（主に堤体の構造等に係る基準） 

 (1)　えん堤等の構造は、立地条件等を勘案して、その目的及び必要性に応じた堅固で耐久力を

有するものであること。 

 (2)　設置位置等 

　　ア　地盤支持力の不足によるえん堤等の沈下、越流水による下流のり先の洗掘及び渓岸侵食

によるえん堤等の破壊防止のため、渓床及び両岸に堅固な地盤が存在する位置であること。 

　　　　なお、地盤支持力の不十分な砂礫層等の箇所に計画しなければならない場合には、えん

堤等の安全のために、その渓床の地盤の状況に応じて、基礎地盤の処理、下流のり先の洗

掘防止等の措置が講ぜられていること。 

　　イ　設置方向は、えん堤等の放水路からの越流水がえん堤等の直角方向に流れることから、

計画箇所上下流部両岸及びえん堤等自体に最も影響を及ぼさないようにするために、原則

として放水路の中心点において、計画箇所下流の流心線に直角となるよう定められたもの

であること。 

　　ウ　えん堤式等の堆砂勾配は、渓床を構成する砂礫の形状及び粒径、流量等を考慮し、現渓

床で安定とみられる区間の勾配を勘案して適切に定められたものであること。 

 (3)　放水路（堤体等に設けられる放水路） 

　　ア　位置 

　　　　放水路の位置は、えん堤等完成後の洗掘、上下流渓（排水路）岸の侵食等に影響を及ぼ

さないように、上下流の地形、地質、渓岸の状態、流水の方向等を勘案して定められたも

のであること。 

　　イ　放水路形状 

　　　　放水路の形状は、上下流両岸の地形及び地質、下流のり先の洗掘等を勘案して適切に定

められたものであること。
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　　ウ　放水路断面 

　　 (ｱ)　放水路の断面は、最大洪水流量の排水が可能になるように定められたものであること。 

　　　　　なお、最大洪水流量は、第２の６関係によるものであること。 

　　　　　ただし、合理式法における洪水到達時間内の雨量強度については、100年確率で想定さ

れる雨量強度とされていること。 

　　 (ｲ)　放水路の断面の設計に必要な設計流量は、原則として次の縮流ぜき（堰）式により算

出されていること。 

         （縮流ぜき式）

  Ｑｓ ＝ 2/15×Ｃ× (３Ｂ１＋２Ｂ２）ｈ３／２

  ここに、Ｑｓ ： 縮流ぜきの設計流量（㎥／sec） 

  　　　　Ｃ　 ： 流量係数（通常０．６） 

  　　　　ｇ　 ： 重力加速度（９．８ｍ／Ｓ２） 

  　　　　Ｂ１  ： 放水路下長（ｍ） 

  　　　　Ｂ２  ： 越流水面長（ｍ） 

  　　　　ｈ　 ： 越流水深（ｍ） 

 ※前式は常数Ｃを代入し、放水路の袖立上り側法面勾配により次のとおりとなる。 

 　a)　側法面勾配を１割とした場合 

 　　　Ｑｓ ＝ （１．７７Ｂ１＋１．４２ｈ）ｈ３／２ 

 　b)　側法面勾配を５分とした場合 

 　　　Ｑｓ ＝ （１．７７Ｂ１＋０．７１ｈ）ｈ３／２ 

　c)　放水路断面を長方形とした場合 

　　　Ｑｓ ＝ １．７７Ｂ１ ・ ｈ３／２

　　 (ｳ)　放水路断面は、最大洪水流量に対応した設計流量により定められるほか、次を参考に、

必要に応じて流下する砂礫、流木等を勘案して、最高水位に余裕高を見込んで定められ

たものであること。 

         （放水路断面の余裕高） 

　渓流の中下流部（集水区域面積1,000ｈａ以上）で土石等の混入が多い場合には、 

0.6ｍ程度の余裕高を見込んだ放水路断面とするものとする。

 (4)　堤体の袖部 

　　　袖部は、洪水時における越流を勘案して十分強固なものであること。 

　　　また、袖部の突込みの深さは、次を参考に、地盤の不均質性、風化の速度等を勘案して、

安全な深さとなるように定められたものであること。 

 

　　　（袖部の突込みの深さ　(現地の諸条件により異なるが次を標準とする。)） 

袖部の土質 突っ込みの深さ

　 岩の場合 １．０ｍ程度

　 軟岩(Ⅰ)及び亀裂の多い岩の場合 １．５ｍ程度

　 締った地山の場合 ２．０ｍ程度

　 軟弱な地山又は堆積土砂の場合 ３．０ｍ程度

                                                       （治山技術基準）
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　　　天端厚は、流水及び流下砂礫によって摩耗することから、次を参考に、流送砂礫の大きさ、

越流水深、上流側の勾配等を勘案して適切に定められたものであること。 

　　　（天端厚　(現地の諸条件により異なるが次を標準とする。)） 

上流部の土質 天端厚

　 シラス等砂礫の粒径が小さい渓流 ０．８ｍ以上

　 火山礫、泥岩、頁岩、細礫地帯の渓流 １．０ｍ以上

　 砂利交り土、礫交り土の渓流 １．２ｍ以上

　 玉石交り土の渓流 １．５ｍ以上

　 転石交り土の渓流 １．８ｍ以上

                                                       （治山技術基準） 

 (6)　堤体の断面 

　　ア　重力式のえん堤等の安定計算に用いる荷重は、原則として自重、静水圧及び堆砂圧であ

ること。ただし、次を参考に必要な場合には、地震時慣性力、地震時動水圧及び揚圧力を

加えたものであること。 

　　　（地震時慣性力等を加える必要がある場合）

　堤高が概ね15ｍ以上のえん堤等で、安定計算に用いる荷重が自重、静水圧及び堆砂圧

のみで設計された断面では、地震荷重等が作用した際に不安定となる場合には、地震時

慣性力、地震時動水圧及び揚圧力を加えるものとする。

　　イ　重力式のえん堤等については、次の条件の総てを満たすものであること。 

　　 (ｱ)　転倒に対して安定 

　　　　　鉛直及び水平荷重の合力作用線は堤底内にあること。 

　　 (ｲ)　滑動に対して安定 

　　　　　滑動に対する抵抗力の総和は、水平力の総和以上であること。 

　　 (ｳ)　堤体の破壊に対して安定 

　　　　　堤体各部における応力度は、堤体各部を構成する材料の許容応力度を超えないこと。

ただし、堤底においては、原則として上流部に引張応力を生じさせないこと。 

　　 (ｴ)　基礎地盤の支持力に対して安定 

　　　　　堤底における最大反力は、基礎地盤の許容支持力を超えないこと。 

 (7)　堤体の基礎地盤 

　　　基礎地盤は、十分な支持力及び摩擦抵抗力を有するとともに、えん堤等下流側の洗掘、パ

イピング等による破壊に対しても安全なものであること。 

 (8)　堤体の基礎部 

　　ア　基礎の根入れ 

　　　　基礎部は、地盤の不均質性（特に砂礫層等）及び長年の風化作用によって不安定化し、

また、洪水時には下流のり先が洗掘されてえん堤等破壊の原因となりやすいことから、根

入れの深さは、これらを勘案して、次を参考に、適切に定められたものであること。 

　　　（基礎の根入れの深さ） 

 　 えん堤等の高さ、越流水深等現地の諸条件により異なるが次を標準とする。 

 　 ただし、洗掘防止措置を講ずる場合にはこの限りでない。 

 基礎部の土質 根入れの深さ  

 　 盤状硬岩で風化していない場合  ０．５ｍ程度  

 　 岩の場合  １．０ｍ程度  

　 軟岩（風化しやすい岩盤又は亀裂の多い岩盤）の場合  １．５ｍ程度  

　 砂礫層等の場合  ２．０～３．０ｍ程度  

（治山技術基準）
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　　イ　間詰め 

　　　　堤体と掘削面の間は、掘削面の風化及び崩落が生じないように、コンクリート等で間詰

めする等の措置が講ぜられていること。 

　　ウ　基礎の処理 

　　　　基礎地盤が十分な強度を得られない場合には、その状況に応じて必要な基礎処理が講ぜ

られていること。 

　　エ　洗堀防止 

　　　　えん堤等の下流側の法先が洗掘されるおそれがある場合には、副ダム、水叩き、これら

を併設する等の洗掘防止措置が講ぜられていること。 

　　　　なお、副ダムの構造は本ダムに準ずるものであること。 

 

５　災害が発生するおそれがある区域 

　　次の表に掲げる区域を含む土地の範囲を「災害が発生するおそれがある区域」とし、当該区域

　が事業区域（開発行為をしようとする森林又は緑地その他の区域をいう。）に含まれる場合には、

　えん堤等の設置、森林の残置等の措置が適切に講ぜられることが明らかであること。 

　　次の表に掲げる区域は、次のア及びイを目安に現地の荒廃状況に応じて整理すること。 

　　なお、次表に掲げる区域以外であっても、同様のおそれがある区域については、「災害が発生

　するおそれがある区域」に含めることができる。 

　　また、当該区域において実施する措置の内容等について、関係する行政機関と情報を共有する

　こと。 

　ア　山腹崩壊や急傾斜地の崩壊、地すべりに関する区域については、土砂災害警戒区域等におけ

　　る土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第57号。以下「土砂災害防止法」とい

　　う。）の土砂災害警戒区域の考え方を基本とすること。 

　イ　土石流に関する区域については、土石流の発生の危険性が認められる渓流を含む流域全体を

　　基本とすること。ただし、土石流が発生した場合において、地形の状況により明らかに土石流

　　が到達しないと認められる土地の区域を除く。 

 

    （災害が発生するおそれがある区域）                                             

       区　域　の　名　称       根　拠　と　す　る　法　令　等  

　　　　　砂防指定地 　　　　　　　　　砂防法  

  　　急傾斜地崩壊危険区域  急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律  

　　　  地すべり防止区域 　　　　　　地すべり等防止法  

 　　　 土砂災害警戒区域 　　　　　　 土砂災害防止法  

       　災害危険区域            　　建築基準法  

       山腹崩壊危険地区   

       地すべり危険地区 　　　　 山地災害危険地区調査要領  

     崩壊土砂流出危険地区

 

６　なだれ危険箇所 

　　なだれ危険箇所点検調査要領に基づくなだれ危険箇所に係る森林を事業区域に含む場合につい

　ても、開発区域に先行して周囲へのなだれ防止措置について検討し、必要な措置を講じること。
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７　そ　の　他 

 (1)　森林の残置等は第５関係によるものであること。 

 (2)　沈砂池については、上記のほか、第２の７関係の１(1)及び第４関係の２に留意すること。 

 

審査基準第２の６関係（排水施設の措置） 

（基準） 
６　雨水等を適切に排水しなければ災害が発生するおそれがある場合には、十分な能力、構造を有する排

水施設の設置の措置が適切に講ぜられることが明らかであること。

　排水施設は、次によるものであること。 

１　排水施設の能力（断面） 

 (1)　排水施設の断面は、最大洪水流量の排水が可能になるよう余裕をみて定められたものであ

ること。                                            

 (2)　最大洪水流量（計画高水流量（雨水流出量）） 

　　　排水施設の計画（設計）に用いる最大洪水流量は次により求められていること。 

　　ア　原則として次の合理式法により算出されていること。 

　　　　ただし、合理式法は最大洪水流量を推算する方法であり、比較的小さい流域（流域面積2

00ｋ㎡（２万ha）未満）を対象とする場合に適合性がよいことから、流域が大きい場合には

流域の状況によって単位図法、貯留関数法等により算出されていること。 

        （合理式法）

　Ｑ ＝ １／３６０ × ｆ × ｒ × Ａ 

　ここに、Ｑ ： 最大洪水流量（ｍ３／sec） 

  　　　　ｆ ： 流出係数 

  　　　　ｒ ： 雨量（降雨）強度（mm／hour） 

  　　　　Ａ ： 集水区域面積（ha）

　　イ　前式の適用にあたっては次によるものであること。 

　　 (ｱ)　流出係数は、次表を参考に、流域の地形、地被状態、土地利用状況等を勘案してて適

切に定められていること。 

 

　　　　（流出係数（自然状態での流出係数と開発地の流出係数）） 

  浸透能不良母材 浸透能普通母材 浸透能良好母材 

 地質 （第三紀層・堆積岩） （中・古生層・堆積岩、火山岩、第四紀層） （花崗岩類、火山灰、変成岩）

 及び  急峻 斜　 面  平地  急峻 斜　 面  平 地  急峻 斜　 面  平 地

 地形 （40度 （10～40 （10度 （40度 （10～40 （10度 （40度 （10～40 （10度 

  以上） 度未満）  未満）  以上） 度未満） 未満）  以上） 度未満） 未満）

 自 森 林 ０．６５ ０．５５ ０．４５ ０．５５ ０．４５ ０．３５ ０．４５ ０．３５ ０．２５ 

 然 疎林耕地 ０．７５ ０．６５ ０．５５ ０．６５ ０．５５ ０．４５ ０．５５ ０．４５ ０．３５ 

 状 草 地 ０．８５ ０．７５ ０．６５ ０．７５ ０．６５ ０．５５ ０．６５ ０．５５ ０．４５ 

 態 不毛岩石地 ０．９０ ０．８０ ０．７０ ０．８０ ０．７０ ０．６０ ０．７０ ０．６０ ０．５０

 

 
開 発 地 種

 都市地区 住宅地区 舗装道路 砂利道路 庭園芝生 樹　　林 運動場公園

       ０．９０～ ０．７０～ ０．８５～ ０．６０～ ０．４５～ ０．３５～ ０．５５～ 
(開発地）

０．９５ ０．８０ ０．９８ ０．７５ ０．５５ ０．４０ ０．６５

（治山技術基準） 
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　　　　 注)1.　大面積に対しては、それぞれの占有面積に対するパ－センテ－ジを求め、それ　　

ぞれ前表の値を乗じて集計してそれを100で除し代表的流出係数とする。 
　　　　　　2.　工事によりかき起こした区域は不毛岩石地に準ずる扱いとする。 
 
　　 (ｲ)　雨量強度は、次を参考に、洪水到達時間内（単位時間内）の10年確率で想定される雨

量強度とされていること。ただし、人家等の人命に関わる保全対象が事業区域に隣接し

ている場合など排水施設の周囲にいっ水した際に保全対象に大きな被害を及ぼすことが

見込まれる場合については、20年確率で想定される雨量強度を用いるほか、水防法（昭

和24年法律第193号）第15条第１項第４号のロ又は土砂災害防止法第８条第１項第４号で

いう要配慮者利用施設等の災害発生時の避難に特別の配慮が必要となるような重要な保

全対象がある場合は、30年確率で想定される雨量強度を用いること。 

 

        （ａ　洪水到達時間（雨水流達時間）） 

 　 　 洪水到達時間（集水区域内の降雨がその最遠点から排水施設に流達する時間）に

 　 ついては、次表を参考とする。なお、流域形状が特異な場合など、次表により難い場合

 　 は、実態に合った計算式で算定すること。 

 　 　 （洪水到達時間） 

  流域面積（集水区域面積） 洪水到達時間

  ５０ヘクタール以下 １０分

  １００ヘクタール以下 ２０分

   ５００ヘクタール以下 ３０分

                 　　 （林道事業設計指針（流量計算））

 

        （ｂ　確率雨量強度） 

　 　 “洪水到達時間内の10年確率雨量強度”については、「北海道の大雨資料」（北海道建

　 設部土木局河川砂防課ホームページ）を参考に適切なものが求められていること。

　　ウ　最大洪水流量算出にあたり、雨水のほか土砂等の混入が見込まれる場合は、次式を 

　　　参考にこれを勘案していること。 

 

        （土砂等の混入率等）

　 　Ｑ１ ＝ Ｑ ・ １／（１－ａ）　 

　ここに、Ｑ１ ： 補正最大洪水流量（ｍ
３
／sec） 

　　　　　Ｑ   ： 最大洪水流量（ｍ
３
／sec） 

　　　　　ａ　 ： 土砂礫の混入割合（荒廃状況により異なるが５％を標準とする。）

  

(3)　排水施設の断面の設計 

　　ア　設計流量（流下能力流量）及び排水施設の断面（排水断面）の計算 

　　　　設計流量及び排水断面は、原則として次の式により算出されていること。 

 　Ｑx ＝ Ａ × Ｖ’ 

 　　ここに、Ｑx ： 設計流量（ｍ３／sec） 

 　　　　　　Ａ　： 流下可能な流水の断面積（排水施設断面の面積）（ｍ２） 

 　　　　　　Ｖ’ ： 流速（ｍ／sec）（下記イの(ｱ)又は(ｲ)による流速）
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　　イ　流速の計算 

　　 (ｱ)　アの流速は、原則として次のマンニング式により算出されていること。 

  　Ｖ ＝ １／ｎ × Ｒ２／３ × Ｉ１／２ 

  　　ここに、Ｖ ： 流速（ｍ／sec） 

  　　　　　　ｎ ： 粗度係数 

  　　　　　　Ｒ ： 径深（ｍ） 

  　　　　　　Ｉ ： 水面勾配 

　　　　注）　「粗度係数」については、次表を参考とすること。 

 区　 分 渓　 床　 の　 状　 況 粗度係数  

   径０．５ｍ以上の石礫が点在 ０．０８０  

   径０．３～０．５ｍの石礫が点在 ０．０７０  

  自 然 河 川  底面は玉石、礫混じりの玉石 ０．０５０  

   砂利、砂利混じり玉石 ０．０４０  

  礫河床 ０．０３３  

  粘土、砂質土 ０．０２７  

  人工水路等  両岸石礫、小水路（泥土床） ０．０２５  

   コンクリ－ト人工水路 ０．０１７  

  コルゲート人工水路 ０．０２６

（治山技術基準）　

　　 (ｲ)　流速算出にあたり、雨水のほか土砂等の混入が見込まれる場合には、次式を参考に　

これを勘案していること。 

 

          （土砂等の混入率等）

　 　Ｖａ ＝ Ｖ ・ ｒ／（ｒ＋ａ・（ｄ－ｒ）） 

　　ここに、Ｖa ： 補正流速（ｍ／sec） 

　　　　　　Ｖ　： 流　　速（ｍ／sec） 

　　　　　　ｒ  ： 水の比重（ｒ ＝ １．０） 

　　　　　　ｄ　： 土砂礫の比重（ｄ ＝ １．７～２．６） 

　　　　　　ａ　： 土砂等の混入率（荒廃状況により異なるが５％を標準とする。）

　　ウ　安全率 

　　　　設計流量（Ｑx）（及び排水施設の断面）は、最大洪水流量（Ｑ）を余裕をもって排水　

（流下）することが可能となるよう、次表の安全率を勘案して定められたものであること。

（Ｑx≧Ｑ×安全率） 

　　　　なお、次表における管渠については、沢等に管渠を設置する場合とし、通常の雨水排水　

を行う管渠の安全率は1.2以上とする。 

　　　　また、洪水調節池の下流に位置する排水施設については、洪水調節池からの許容放流量を

安全に流下させることができる断面とすること。
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        （工種別安全率） 

 

  工　　　　　種 安 全 率 備　　　　　考

   管　　　　　　  渠 ２．０～  ア－チカルバ－トを含む。

   側　　　　　　  溝 １．２～  Ｕ字側溝等

  ボックスカルバ－ト １．０～  最高水位に余裕高を見込む。

  開 渠 （ 水 路 ） １．２～

　 注）　 上記の表中の「ボックスカルバートの余裕高」については、流木等流下物が特に多い

場合を除いて、次表を参考とすること。 

    　 （ボックスカルバートの余裕高）                 

 最大洪水流量（ｍ
３
／sec） 余裕高（ｍ）  

 　 　 　 　 　 ３０未満 ０．３０以上  

 　 　 　 　 ３０～ ５０ ０．４０ 〃  

 　 　 　 　 ５０～１００ ０．５０ 〃 

    　 　 　 　 　 　 　 　 　       （林道事業設計指針）  

 

２　構　造　等 

 (1)　排水施設は、立地条件等を勘案して、その目的及び必要性に応じた堅固で耐久力を有する

構造であり、漏水が最少限度となるよう措置されていること。 

 (2)　排水施設は、集水区域及び地形等を勘案し流出雨水等を系統立てて効果的に承水、集水し、

排水できるよう配置されていること。 

 (3)　排水施設のうち暗渠である構造の部分には、維持管理上必要なます又はマンホールの設置

等の措置が講ぜられていること。 

 (4)　排水施設からの放流によって地盤が洗掘されるおそれがある場合には、水叩きの設置等の

措置が講ぜられていること。 

 (5)　排水施設は、排水量が少なく土砂の流出又は崩壊を発生させるおそれがない場合を除き、

排水を河川等又は他の排水施設等まで導くように計画されていること。（流末処理） 

 (6)　(5)により河川等又は他の排水施設等に排水を導く場合には、増加した流水が河川等又は他

の排水施設等の管理に及ぼす影響を考慮するため、当該河川等又は他の排水施設等の管理者

の同意を得ているものであること。 

　　　なお、次に留意すること。 

　　ア　「同意」について、他の排水施設を経由して河川に排水を導き河川の管理に著しい影響を

及ぼすこととなる場合にあっては、河川管理者の同意を必要とする趣旨であること。 

　　イ　河川管理者の同意については、関係河川管理者との協議により確認すること。（治水協議） 

 

審査基準第２の７関係（洪水調節等の措置） 

（基準） 
７　下流の流下能力を超える水量が排水されることにより災害が発生するおそれがある場合には、洪水調

節池等の設置等の措置が適切に講ぜられることが明らかであること。

　災害の防止に係る洪水調節池等の設置は、次によるものであること。 

１　容　量　等 

 (1)　洪水調節容量（許容放流量・貯水量） 

　　　洪水調節容量は、下流における流下能力を考慮の上、30年確率で想定される雨量強度にお

ける開発中及び開発後のピーク流量を、開発前のピーク流量以下にまで調節できるものであ
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ること。ただし、排水を導く河川等の管理者との協議において必要と認められる場合には、5

0年確率で想定される雨量強度における開発中及び開発後のピーク流量を開発前のピーク流量

以下にまで調節できるものとする。 

　　ア　ピーク流量等の算出は、第２の６関係に準じているものであること。 

　　イ　「下流における流下能力を考慮の上」とは、開発行為の施行前において既に３年確率で

想定される雨量強度におけるピーク流量が下流における流下能力を超えるか否かを調査の

上、必要があればこの超える流量も調節できる容量とする趣旨であること。 

　　ウ　なお、下流の河川については、関係河川管理者との協議により確認すること。（治水協議） 

 (2)　貯砂量 

　　　洪水調節地等の容量の算出にあたっては、流域の地形、地被状態、土地利用状況、気象等

に応じて必要な貯砂量が見込まれていること。 

　　　なお、貯砂量は、第２の５関係に準じているものであること。 

 

２　設置箇所 

　　設置箇所は、その目的及び必要性に応じて適切に定められたものであること。 

 

３　構　造　等 

 (1)　構造 

　　ア　洪水調節池の形式は、掘込方式又はえん堤方式があること。　 

　　イ　構造は、立地条件等を勘案して、その目的及び必要性に応じた堅固で耐久力を有するも

のであること。 

 (2)　洪水調節の方式 

　　ア　洪水調節の方式は、原則として自然放流方式であること。 

    イ　やむを得ず浸透型施設として整備する場合については、尾根部や原地形が傾斜地である 

　　　箇所、地すべり地形である箇所又は盛土を行った箇所等、浸透した雨水が土砂の流出・崩壊

　　　を助長するおそれがある箇所には設置しないこと。 

　　ウ　用水路等を経由して河川等に排水を導く場合であって、洪水調節池を設置するよりも用水

　　　路等の断面を拡大することが効率的なときは、当該用水路等の管理者の同意を得た上で、開

　　　発者の負担で用水路等の断面を大きくすることをもって洪水調節池の設置に代えることがで

　　　きる。 

 

 (3)　えん堤方式又はえん堤（堤体）を併設する場合 

　　ア　えん堤は、審査基準第２の５関係の４に準じているものであること。 

　　イ　余水吐の能力は、コンクリートダムにあっては200年確率で想定される雨量強度における

ピ－ク流量の1.2倍以上、フィルダムにあってはコンクリートダムのそれの1.2倍以上のも

のであること。 

　　　　ただし、200年確率で想定される雨量強度を用いることが計算技法上不適当である場合に

は、100年確率で想定される雨量強度を用いることができる。 

　　　　なお、能力は、第２の５関係の４に準じているものであること。 

 

４　そ　の　他 

 (1)　浸透型施設 

　　　浸透型施設は、次の場合において洪水調節池等と併用して計画することができるものである

こと。 
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　　ア　良好な維持管理計画のもとに流出抑制機能の継続が一定の期間確保できること。 

　　イ　当該施設の規模等は、当該施設の計画予定地における現地浸透能力調査（試験）結果を元に設

計されていること。 

 (2)　水害の防止に係る洪水調節池等（法第10条の２第１号の２の規定及び審査基準第３による洪

水調節池等をいう。以下同様）の設置を併せて行う場合 

　　　水害の防止に係る洪水調節池等の設置を併せて行う場合は、同時に災害の防止に係る洪水調

節池等（法第10条の２第１号の規定及び第２の７関係による洪水調節池等をいう。以下同様）、

水害の防止に係る調節池等のそれぞれの基準を満たすよう設置されていること。 

　　　なお、第３関係の１の(3)に留意すること。 

 (3)　上記のほか、必要に応じ「防災調節池等技術基準(案)解説と設計実例（(社)日本河川協会編

集）」、「雨水浸透施設技術指針(案)（(社)雨水貯留浸透技術協会編集）」を参考にして計画（設

計）すること。 

 

審査基準第２の８関係（その他災害の防止の措置） 

（基準） 
８　飛砂、落石、なだれ等の災害が発生するおそれがある場合には、静砂垣又は落石若しくはなだれ防止

柵の設置等の措置が適切に講ぜられることが明らかであること。

　飛砂、落石、なだれ等の災害の防止のため、次表を参考に、必要に応じ適切な措置が講じられ 

ていること。 

 飛砂、落石、なだれ  

 等に対する措置　　
工　　　　種　　　　等

  　①　堆砂工（風のため吹送される砂を抑留し、堆積させて砂丘等

 飛 砂 防 止 工 事 を造成することを目的とする。） 

 ※海岸部の森林が隣接する人 　②　覆砂工（風による侵食防止を目的とする。） 

 家、農地等への飛砂防止機能 　③　静砂工（保全すべき用地の地面固定（表面の全面鎮砂）を図

 を有している場合等 り、植栽木等が成育できる環境づくりを目的とする。） 

 　④　植栽工（早期の緑化と森林の造成を目的とする。）

 落 石 防 止 工 事 　①　伏工（金網、モルタル吹付等） 

 ※通常の法面保護工では崩落を 　②　柵工（鋼製フェンス） 

防止することが困難な場合等 　③　土留工（コンクリート、バットレス、鋼管、Ｈ型鋼杭打等）

   発生を阻止する工法（階段工、柵工、

なだれ防止工事   発生を阻止 　杭打工等） 

※地形、気象等からなだれ発    する工法 　  雪を分散させる工法（土留工、

生の危険地であり、森林が隣  なだれ防  　　   　　　   柵工等） 

接する人家等へのなだれ防止  止工事    被害を直接防御する工法（石垣、　

機能を有している場合等   被害を防御 　擁壁工、柵工、防雪廊下等） 

               する工法  方向を変換させる工法（誘導工、

　　　　　　　 　　　　　　　雪割工等）
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第３　水害の防止に係る事項（法第10条の２第２項第１号の２関係） 

審査基準第３関係（洪水調節等の措置） 

（基準） 
第３　開発行為をする森林の現に有する水害の防止の機能に依存する地域において、開発行為に伴い増加

するピーク流量を安全に流下させることができないことにより水害が発生するおそれがある場合には、

洪水調節池等の設置等の措置が適切に講ぜられることが明らかであること。

　水害の防止に係る洪水調節池等の設置は、次によるものであること。 

１　容　量　等 

 (1)　洪水調節容量（許容放流量・貯水量） 

　　　洪水調節容量は、開発行為をする森林の下流において、開発行為に伴いピーク流量が増加

することにより当該下流においてピーク流量を安全に流下させることができない地点が生ず

る場合には、①当該地点での30年確率で想定される雨量強度及び②当該地点において安全に

流下させることができるピーク流量に対応する雨量強度における開発中及び開発後のピ－ク

流量を、開発前のピーク流量以下にまで調節できるものであること。 

　　　ただし、排水を導く河川等の管理者との協議において必要と認められる場合には、50年確

率で想定される雨量強度における開発中及び開発後のピーク流量を開発前のピーク流量以下

にまで調節できるものとする。 

　　ア　「開発行為に伴いピーク流量が増加する」か否かの判断は、当該下流のうち当該開発行

為に伴うピーク流量の増加率が原則として１％以上の範囲内とする。 

　　イ　「ピーク流量を安全に流下させることができない地点」とは、当該開発行為をする森林

の下流の流下能力からして、30年確率で想定される雨量強度におけるピ－ク流量を流下さ

せることができない地点のうち、原則として当該開発行為による影響を最も強く受ける地

点とする。 

　　　　なお、当該地点の選定にあたっては、当該地点の河川等の管理者の同意を得ているもの

であること。（治水協議） 

　　ウ　ピーク流量等の算出は、第２の６関係に準じているものである。 

 (2)　貯砂量 

　　　洪水調節池等の容量の算出にあたっては、流域の地形、地被状態、土地利用状況、気象等

に応じて必要な貯砂量が見込まれていること。 

　　　なお、貯砂量は第２の５関係の３に準じているものであること。 

 (3)　(1)の安全に流下させることができない地点が生じない場合には、第２の７関係によるもの

であること。 

 

２　設置箇所・構造等 

 (1)　設置箇所、構造等及び浸透型施設については、第２の７関係によるものであること。 

 (2)　災害の防止に係る洪水調節池等の設置を併せて行う場合 

　　　災害の防止に係る洪水調節池等の設置を併せて行う場合は、同時に災害の防止に係る洪水調

節池等、水害の防止に係る調節池等のそれぞれの基準を満たすよう設置されていること。 

 (3)　詳細は、別紙によるものであること。 

 (4)  仮設防災施設の設置等及び防災施設の維持管理については、第２災害の防止に係る事項（法

　　第10条の２第２項第１号関係）の共通事項によるものであること。
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別　紙 

　 水 害 の 防 止 に 係 る 洪 水 調 節 池 等 の 設 置 に つ い て 　 

 

　水害の防止に係る洪水調節池等の設置については、第３関係によるほか、次を参考にして、関係

河川管理者等と協議調整の上、調査検討・計画（設計）されていること。 

　なお、手順の概要は、参考１のとおりである。 

 

１　当該開発行為に伴いピーク流量を安全に流下させることができない地点の選定 

 (1)　ピーク流量を流下させることができない地点の選定 

　　　当該開発行為をする森林の下流において、30年確率降雨により想定される開発中及び開発後

のピーク流量を流下させることができない地点を選定する。 

　　ア　ピーク流量 

　　　　ピーク流量の算定に当たっては、当該地域において適合度の高い算式を用いることとし、 

　　　適当な算式がない場合には合理式法（ラショナル方式）を用いる。 

注　合理式法の適用にあたっては、第２の６関係のほか、次に留意すること。 

　1.　流出係数については、河川管理者等との協議により、第２の６関係の１(2)イの

治山技術基準に限らず、適切なのものを適用しても差し支えないこと。 

　2.　雨量強度は、洪水到達時間内の雨量強度とし、洪水到達時間は、雨水等が河川

　　等に流入するまでの「流入時間」と流入後に測定地点に到達するまでの「流下時

　　間」とを合わせたものであること。

　　イ　流下能力 

　　　　下流域において調査検討すべき狭搾部等を選定し、その地点での流下能力を調査・確認す 

　　　る。 

 注1.　狭搾部等については、ピーク流量の増加率が１％以上の範囲内で（(2)参照。）、

 　　対象河川等の種別及び流下能力の変更箇所等を勘案し、河川管理者等に確認の上、

　　調査検討すべきもの（道路横断管渠工等を含む。）を選定する。 

　2.　流下能力（流下可能量）について、河川管理者等から資料が得られない場合は、

　　断面、勾配を測定し、第２の６関係の１も参考にして算定する。

 (2)　ピーク流量が１％以上増加する地点の選定 

　　　(1)の地点のうち、開発中及び開発後の30年確率降雨により想定される無調節のピーク流量

(Q ′ i30)が開発前のピーク流量(Qoi30)に対して１％以上増加する地点(ｉ)を選定する。　　

((Q ′ i30 － Qoi30)/Qoi30×100=ピーク流量の増加率(％)） 

　　　ただし、当該ピーク流量の増加率が１％未満であっても、当該河川等の管理者が安全に流下

させることができないと判断した場合は、その地点も選定する。（治水協議） 

　　　なお、河川管理者等との協議調整は、直接の排水先の河川等に限らず、参考２による。 

 (3)　(2)の地点が生じない場合 

　　　(2)の地点が生じない場合には、水害の防止に係る洪水調節池等の設置は不要となる。 

　　　なお、(2)の地点が生じない場合であっても、法第10条の２第２項第１号及び第２の７関係

に照らしてピーク流量を調節することが必要な場合には、災害防止に係る洪水調節池等を設置

することが必要である。
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２　当該開発行為による影響を最も強く受ける地点の選定 

 (1)　各地点での許容放流量（30年確率降雨）の算定 

　　　１の(2)で選定した地点について、それぞれ開発前の30年確率降雨により想定されるピーク

流量（Qoi30）を超えない洪水調節池等からの放流量（qi30）を算定する。 

　　　洪水調節池等からの放流量（qi30）の算定に当たっては、当該地域において適合度の高い算

式を用いる。 

　　　例えば、以下の算式が考えられる。 

               　  a × fo 
　qi30 ＝ Qoi30 × 
　　　　　　　　　Ai × Foi 

　ここに、qi30 ： 選定した各地点の“開発前の30年確率降雨により想定されるピーク　

　　　　　　　　  流量(Qoi30)”を超えない洪水調節池等からの放流量(㎥/sec) 
　　　　　Qoi30： 選定した各地点の開発前の30年確率降雨により想定されるピーク　

　　　　　　　　　流量(㎥/sec) 
　　　　　Ai 　： 選定した各地点の集水区域の面積（ha） 

　　　　　Foi  ： 選定した各地点の集水区域の開発前の流出係数 

　　　　　a  　： 洪水調節池等の集水区域の面積（ha） 

　　　　　fo 　： 洪水調節池等の集水区域の開発前の流出係数

 (2)　影響を最も強く受ける地点の選定 

　　　(1)で算出した各地点ごとの洪水調節池等からの放流量(qi30)が最小となる地点(j)を「当該

開発行為による影響を最も強く受ける地点」（以下「当該地点」という。）として選定する。 

　　　ただし、１の(2)で求めた各地点の中で、地点(j)に比べ流下能力が著しく小さい地点(k)が
存在する場合（地点(j)において nj 年確率降雨により想定されるピーク流量を流下させること

ができ、地点(k)において nk 年確率降雨により想定されるピーク流量を流下させることができ

るときに、両地点の確率年が nj ＞ nk となる場合）又は当該河川等の管理者が必要であると判

断した場合には、その地点(k)も当該地点として選定する。 

　　　いずれの場合であっても、当該地点の選定に当たっては、当該地点の河川等の管理者の同意

を得ることが必要である。（治水協議） 

 

３　当該開発行為による影響を最も強く受ける地点における許容放流量の決定 

 (1)　30年確率降雨に対する許容放流量の決定 

　　　２の(2)で選定した当該地点の当該洪水調整池等からの放流量(qi30)を30年確率降雨に対す

る洪水調節池等からの許容放流量(qpc30)として決定する。 

 (2)　ｎ年確率降雨（現況流下能力）に対する許容放流量の決定 

　　　当該地点が地点(j)の場合、地点(j)における開発前の nj（当該地点が地点(k)の場合には nk
とする。以下同じ。）年確率降雨で想定されるピーク流量（Qonj。地点(j)において安全に流

下させることができるピーク流量（現況流下能力））をもとに、当該洪水調節池等からの放流

量(qjnj)を算定し、これを n(=nj)年確率降雨に対する洪水調節池等からの許容放流量(qpcn)とし

て決定する。 

　　　nj 年確率降雨における当該洪水調節池等からの放流量(qjnj)の算定に当たっては、(2)と同

様に、当該地域において適合度の高い算式を用いる。 

　　　例えば、以下の算式が考えられる。
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　 　 　 　 　 　 　 　  a × fo 
　 qjnj ＝ Qojnj × 
　 　 　 　 　 　 　 　  Aj × Foj 

　ここに、qjnj  ： 地点 j の“開発前の n 年確率降雨により想定されるピーク流量(Qojnj)”
　　　　　　　　　 を超えない洪水調節池等からの放流量(㎥/sec) 
　　　　　Qojnj： 地点 j の開発前の n 年確率降雨により想定されるピーク流量(㎥/sec) 
　　　　　Aj　 ： 地点ｊの集水区域の面積(ha) 
　　　　　Foj  ： 地点ｊの集水区域の開発前の流出係数 

　　　　　a 　 ： 洪水調節池等の集水区域の面積(ha) 
　　　　　fo　 ： 洪水調節池等の集水区域の開発前の流出係数

注　ｎ年確率降雨により想定されるピーク流量(Qojnj)は、次の式を参考に算定する。 
1.　流下能力に相当する雨量（降雨）強度（換算雨量（降雨）強度）の算出 
                 360 
  　Rj = Qj × 
               Foj × Aj 
　　ここに、Rj　 : 流下能力に相当する雨量強度（換算雨量強度）(mm/hr） 

            Qj   : 地点ｊの流下能力(㎥/sec) 
            Foj  : 地点ｊの集水区域の開発前の流出係数 
            Aj   : 地点ｊの集水区域の面積(ha) 
2.　換算雨量強度(Rj)に相応する降雨確率年数(nj)を、「北海道の大雨資料」（審査基

準第２の６参照）を参考にして求める。 

3.　ｎ(=nj)年確率降雨により想定されるピーク流量の算定 
　　　Qojnj=＝ 1/360 × Foj × rnj × Aj 
　　ここに、Qojnj：地点 j の開発前の n 年確率降雨により想定されるピーク流量(㎥/sec) 
　　　　　　Foj   : 地点ｊの集水区域の開発前の流出係数 
　　　　　　rnj   ：雨量（降雨）強度(mm/hr)（n(=nj)年確率） 

　　　　　　Aj   : 地点ｊの集水区域の面積(ha)

 

４　洪水調節池等の容量の決定 

　　洪水調節池等の集水区域における30年及び n 年のそれぞれの確率降雨により想定される開発中

及び開発後のピーク流量(q30 及び qn)を、30年及び n 年のそれぞれの確率降雨に対する洪水調節

池等からの許容放流量(qpc30 及び qpcn)に調節できる容量に、洪水調節池等の容量を決定する。 

　　（計算方法） 

　　洪水調節池等の容量の計算は、簡便法（確率降雨強度曲線の特性を応用して必要調節容量を簡

便に求める方法）、厳密計算法（洪水調節池の諸元を仮定し、シミュレーションを繰り返し、洪

水調節容量を求める方法）その他の適切な方法により行う。 

注　ｎ年確率降雨も考慮するのは、30年確率降雨により想定される開発中及び開発後のピー

ク流量を調節できる洪水調節池等を設置した場合であっても、その設計内容によってはｎ

年確率降雨により想定される開発中及び開発後のピーク流量を調節できない場合が想定さ

れるためである。 

　　なお、30年及び n 年確率降雨により想定される開発中及び開発後のピーク流量を調節で

きる洪水調節池等を設置することにより、n 年から30年の間の頻度で発生する雨量強度に

おけるピーク流量については概ね調節できると考えられる。
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５　その他 

 (1)　上記のほか、必要に応じ「防災調節池等技術基準(案)解説と設計実例（(社)日本河川協会編

集）」、「雨水浸透施設技術指針(案)（(社)雨水貯留浸透技術協会編集）」を参考にして計画（設

計）すること。 

　　　なお、北海道管理河川に係る河川管理者との協議調整にあたり、河川管理者の審査は、「治

水協議の手引き（平成19年12月北海道建設部河川課）」等によることになるので留意すること。 

 (2)　河川管理者等との協議結果については、協議メモ等が作成されていること。
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参考１：水害防止（審査基準第３関係）のための洪水調節池等の計画手順 

 

 流域現況図の作成

 

 １％以上増加する範囲が 下流河川のピーク流量が ＊開発前と開発中及び 

 無いとき １％以上増加する範囲を限定 　開発後の流出係数等

 　 ◎河川管理者と協議                             　     　による比較 

 １％以上増加する範囲内の 

 狭 窄部を選定
きようさく

                                            ◎河川管理者と協議 

 

 各狭窄部の 

 流下能力等を検討

 

 30年確率ピーク流量＞流下能力 30年確率ピーク流量≦流下能力

 

  調節池不要

                           　　　　　　　　　　　　　  ◎河川管理者と協議 

 

  最も影響を受ける地点を選定 ＊許容放流量（比流量）が最小となる地点

 

  調節池容量・オリフィスの計算、 ＊防災調節池等技術基準（案）参照 

  規模、構造等の決定   ※オリフィス：放流施設（放流孔･孔口）のこと

         　　    ◎河川管理者と協議 

 

 １）　河川以外における下流の流下能力を超える水量が排水されることにより、災害が　

　　発生するおそれがある場合にも、洪水調節池等の措置が必要である。(審査基準第2の7) 

 　　　このため洪水調節池等は、水害防止のために不要であっても災害防止のために必要

であったり、水害防止及び災害防止のいずれのためにも必要となる場合があることに留

意すること。 

 ２）洪水調節池等の要否に関わらず、流出土砂防止対策は必要であること。
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参考２：治水協議の対象となる河川管理者について 
【開発区域と河川の位置関係模式図】 
                                                                                 
         ①                                                   
                                                              
                                                              
                                    
               　         ⑤               
          
                       ⑦ 
          
           
                         ②          
           
           ③          
  　                   
                   
           ⑥         
          
          
          
         ④         
         
         
        
 
                                                                                 
     海                                     海                         海      
 
 一級河川指定区間外 

開発区域
 

 （国管理河川）

 
 一級河川指定区間・二級河川 

開発区域からの流出先
 

 （北海道管理河川）

 
 普通河川・準用河川 

河川の流水方向
 

 （市町村管理河川）

 
【協議の対象となる河川管理者】 

 
 開発行為の図中番号 国土交通省 総合振興局 市町村 
 （開発局） （建設管理部） （所管課）
 
 ①   ×（注） ○ ○
 
 ②   ×（注） ○ ×
 
 ③ ○ × ○
 
 ④ ○ × ×
 
 ⑤ × ○ ○
 
 ⑥ × ○ ×
 
 ⑦ × × ○
 
　　○　 ： 原則として協議を実施する。                                                 
　　×　 ： 原則として協議しない。 
　　×

(注)
 ： 原則として協議しないが、河川管理者から依頼を受けた区域等については協議を実施する。
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第４　水の確保に係る事項（法第10条の２第２項第２号関係事項） 

審査基準第４関係（水の確保） 

（基準） 
１　水量の確保 
　　他に適地がない等によりやむをえず飲用水、かんがい用水等の水源として依存している森林を開発行

為の対象とする場合で、周辺における水利用の実態等からみて必要な水量を確保するため必要があると
きには、貯水池又は導水路の設置等の措置が適切に講ぜられることが明らかであること。 

２　水質の悪化の防止 
　　周辺における水利用の実態等からみて土砂の流出による水質の悪化を防止する必要がある場合には、

沈砂池の設置、森林の残置等の措置が適切に講ぜられることが明らかであること。

 

１　水量の確保 

　　導水路の設置その他の措置が講ぜられる場合には、取水する水源に係る河川管理者等の同意を

得ている等、水源地域における水利用に支障を及ぼすおそれのないものであること。 

 

２　水質の悪化の防止 

　　土砂の流出による水質の悪化の防止のために沈砂池（沈澱池）を設置する場合は、排水（濁水）

の処理流量、排水の滞留時間、沈澱物の沈降速度、有効水深（沈澱物沈積部を除いた深さ）等を

勘案し、流入土砂の沈降に必要な面積、水深、容量等を有するものであること。 

　　（沈殿池の設計） 

　図１のような沈殿池について、粒子の沈降分離効率（除去率）を考えてみる。沈殿池内

の水の流れは水平で流速は均一であり、乱れも短絡もないとする。沈殿池内に流入してく

る粒子は全横断面で一様に分布され、粒子が沈降して池底に達したものは再懸濁すること

なく除去されるものとする。 

　　　図１　沈殿池の原理 

 流入量Ｑ              表面積Ａ                   流出量Ｑ 

   ↓                    ↓                         ↑ 

                         v   

  流              　 　        ｕ２　  流  

               　     　v        　   Ｈ   

  入                 　     　  ｕ０  出  

               　　    v   

  部               　　     ｕ１  部  

 殿物たい積部  

 　注）　斜線は同じ大きさの粒子の沈降の軌跡を示している。

　汚濁水が沈殿池に流入して、丁度沈殿池内に滞留している時間（滞留時間）で池底に達

する粒子の沈降速度ｕ０を限界沈降速度という。沈降速度がｕ０より大きい粒子は全て除去

されることになる。 

　図１のような沈殿池において、 

　　Ａ：沈殿池の表面積(㎡) 

　　Ｈ：沈殿物を沈積させる部分を除いた沈殿池の（有効）深さ(ｍ) 
　　Ｑ：処理水量(㎥/h) 
  　ｕ０:限界沈降速度(m/h) 
　　Ｔ：滞留時間(h) 

とすれば次の関係式が成り立つ。 

　　ｕ０＝　Ｈ／Ｔ  (m/h)      ・・・・イ式 
　　Ｔ＝（Ａ×Ｈ）／Ｑ  (h)   ・・・・ロ式 
　　ｕ０＝Ｑ／Ａ  (m/h)        ・・・・ハ式 
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  沈降速度の評価に当たっては、表１を基準にするが、実験により求めても差し支えない。 

　　　表１　粒子の沈降速度（mm/s）（水温10℃、密度2.65mg//㎜3） 

 直径 沈降速度 直径 沈降速度 直径 沈降速度 直径 沈降速度 

 (㎜) (㎜) (㎜) (㎜)

 1.0 100 0.2 21.0 0.04 1.1 0.006 0.025 

 0.9  92 0.15 15.0 0.03 0.62 0.005 0.017 

 0.8  83 0.10  7.4 0.02 0.28 0.004 0.011 

 0.7  72 0.09  5.6 0.015 0.155 0.003 0.0062 

 0.6  63 0.08  4.8 0.010 0.069 0.002 0.0028 

  0.5  53 0.07  3.7 0.009 0.056 0.0015 0.00155 

　 0.4  42 0.06  2.5 0.008 0.044 0.0010 0.00069 

　 0.3  32 0.05  1.7 0.007 0.034 0.0001 0.00007

　注）　密度2.65mg/㎜3の粒子は水中の砂を主体とする無機物 

          直径0.002㎜以下は計算値であり、適用外である。 

 

　ハ式からわかるように、処理水量Ｑと沈殿池の表面積Ａとからその沈殿池で除去できる

粒子の限界沈降速度が定まってくるし、除去しようとする粒子群のうちの最も小さい沈降

速度、即ち限界沈降速度ｕ０と処理水量Ｑとがわかれば、所要の沈殿池の表面積が定めら

れることになる。 

  沈殿池の深さＨは、掃流現象等が起こることによって沈殿物が再懸濁するおそれのない

水深（１ｍ程度）を考慮し、これに沈殿物を池底にたい積させるのに必要な深さを加えた

深さにすればよい。 

　[計算例] 

 　 50㎥/minの汚濁水を処理するために必要な沈殿池の規模を求めよ。 

　　ただし、粒径0.2㎜以上の土砂の除去を目的とする。 

　ⅰ）　処理水量Ｑ 

　　　　Ｑ＝50㎥/min＝50×60＝3,000㎥/hr 

　ⅱ）　沈降速度ｕ０ 

        粒径0.2㎜で比重2.65の粒子の沈降速度は、表１により21.0㎜/s。 

        ｕ０＝21.0㎜/s＝21.0÷1,000×3,600＝75.6ｍ/hr 

  ⅲ）　沈殿池の表面積Ａ 

        ハ式ｕ０＝Ｑ／Ａから　 

        Ａ＝Ｑ／ｕ０＝3,000／75.6≒40㎡　 

    表面積40㎡の沈殿池を必要とする。即ち、８ｍ×５ｍの沈殿池を設置すれば良い。 

　　一般には計算値より大きめの沈殿池を設けることが望ましい。沈殿池の深さは、沈殿

物のたい積深さを考えて、2.5ｍ位にするのがよい。

「採石技術指導基準書（経済産業省資源エネルギー庁）」 

参考資料５沈殿池及び沈砂池の設計と管理
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第５　環境の保全に係る事項（法第10条の２第２項第３号関係事項） 

審査基準第５関係（環境の保全） 

（基準） 
１　相当面積の森林の残置等 
　　開発対象区域に開発行為に係る事業の目的、態様、周辺における土地利用の実態等に応じて相当面積

の森林又は緑地の残置又は造成が適切に行われることが明らかであること。 

２　騒音等の影響の緩和、植生の保全等 

　　騒音、粉じん等の著しい影響の緩和、風害等からの周辺の植生の保全等の必要がある場合には、開発

対象区域内の適切な箇所に必要な森林の残置又は必要に応じた造成が適切に行われることが明らかであ

ること。 

３　景観の維持への配慮 

　　景観の維持に著しい支障を及ぼすことのないように適切な配慮がなされており、特に市街地、主要道

路等からの景観を維持する必要がある場合には、開発行為により生ずる法面を極力縮少するとともに、

可能な限り法面の緑化を図り、また、開発行為に係る事業により設置される施設の周辺に森林を残置し

若しくは造成し又は樹木を植栽する等の措置が適切に講ぜられることが明らかであること。

１　相当面積の森林の残置等 

 (1)　森林の残置及び残置する面積等 

　　ア　「相当面積の森林又は緑地の残置又は造成」とは、森林又は緑地を現況のまま保全する

ことを原則とし、止むをえず一時的に土地の形質を変更する必要がある場合には、可及的

速やかに伐採前の植生回復を図ることを原則として森林又は緑地が造成されるものである

こと。 

　　　　この場合において、残置し、又は造成する森林又は緑地の面積の事業区域（開発行為を

しようとする森林又は緑地等の区域をいう。以下同じ。）内の森林面積に対する割合は、次

表の「事業区域内において残置し、又は造成する森林又は緑地の割合」によるものである

こと。 

　　イ　残置し、又は造成する森林又は緑地は、次表の「森林の配置等」により開発行為の規模

及び地形に応じて、事業区域内の周辺部及び施設等の間に適切に配置されていること。 

　　　　なお、次表に掲げる「開発行為の目的」以外の開発行為については、その目的、態様、

社会的経済的必要性、対象となる土地の自然的条件等に応じ、次表に準じて適切に措置さ

れていること。 

　　（森林の割合及び配置等の基準） 

 
開発行為

 事業区域内において残  

  置し､若しくは造成する 森　林　の　配　置　等 

 
の 目 的

森林又は緑地の割合

  別 荘 地  　残置森林率はおお １　原則として周辺部に幅おおむね30メートル以上の

  の 造 成  むね60パーセント  残置森林又は造成森林を配置する。        

   以上とする。 ２　１区画の面積はおおむね1,000平方メートル以上と

   し、建物敷等の面積はそのおおむね30パーセント以

 下とする。
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　　（森林の割合及び配置等の基準） 

 
開発行為

 事業区域内において残  

  置し､若しくは造成する 森　林　の　配　置　等 

 
の 目 的

森林又は緑地の割合

    スキ－場    残置森林率はおお １　原則として周辺部に幅おおむね30メートル以上の

    の 造 成  むね60パーセント  残置森林又は造成森林を配置する。        

　   以上とする。 ２　滑走コースの幅はおおむね50メートル以下とし、複数

　   の滑走コースを並列して設置する場合はその間の中

　   央部に幅おおむね100メートル以上の残置森林を配置

   する。 

   ３　滑走コースの上、下部に設けるゲレンデ等は１箇

   所当たりおおむね５へクタール以下とする。 

 　　また、ゲレンデ等と駐車場との間に幅おおむね 30

 メートル以上の残置森林又は造成森林を配置する。

  ゴルフ場 　 森林率はおおむね １　原則として周辺部に幅おおむね30メートル以上の

  の 造 成  60パーセント以上と 残置森林を配置する。                    

   する。（現状のまま残 ２　ホール間に幅おおむね30メートル以上の残置森林

   す森林の率をおおむね50 を配置する。 

   パーセント以上、残置森

   林率はおおむね40パーセ

  ント以上）

  宿泊施設、　 森林率はおおむね １　原則として周辺部に幅おおむね30メートル以上の

  レジャー  50パーセント以上と 残置森林又は造成森林を配置する。        

  施 設 の  する。（残置森林率 ２　建物敷の面積は事業区域の面積のおおむね40パー

  設 置 おおむね40パーセン セント以下とし、事業区域内に複数の宿泊施設を設

  ト以上） 置する場合は極力分散させるものとする。 

   ３　レジャー施設の開発行為に係る１箇所当たりの面

   積はおおむね５ヘクタール以下とし、事業区域内に

  これを複数設置する場合は、その間に幅おおむね30

 メートル以上の残置森林又は造成森林を配置する。

  工 場 、 　 森林率はおおむね １　事業区域内の開発行為に係る森林の土地の面積が 

  事 業 場  25パーセント以上と 20ヘクタール以上の場合は、原則として周辺部に幅

  の 設 置  する。 おおむね30メートル以上の残置森林又は造成森林を

   配置する。これ以外の場合にあっても極力周辺部に

   森林を配置する。 

   ２　開発行為に係る１箇所当たりの面積はおおむね20

   ヘクタール以下とし、事業区域内にこれを複数造成

 する場合は、その間に幅おおむね30メートル以上の

 残置森林又は造成森林を配置する。
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　　（森林の割合及び配置等の基準） 

 
開発行為

 事業区域内において残  

  置し､若しくは造成する 森　林　の　配　置　等 

 
の 目 的

森林又は緑地の割合

 住宅団地 　 森林率はおおむね １　事業区域内の開発行為に係る森林の土地の面積が 

 の 造 成  20パーセント以上と 　20ヘクタール以上の場合は、原則として周辺部に幅

  する。（緑地を含む） おおむね30メートル以上の残置森林又は造成森林・

 緑地を配置する。これ以外の場合にあっても極力周

 辺部に森林・緑地を配置する。 

 ２　開発行為に係る１箇所当たりの面積はおおむね20

 ヘクタール以下とし、事業区域内にこれを複数造成

 する場合は、その間に幅おおむね30メートル以上の

残置森林又は造成森林・緑地を配置する。

 土 石 等 １　原則として周辺部に幅おおむね30メートル以上の

 の 採 掘 残置森林又は造成森林を配置する。 

２　採掘跡地は必要に応じて埋め戻しを行い、緑化及

び植栽する。また、法面は可能な限り緑化し、小段

平坦部には必要に応じて客土等を行い植栽する。

　 

　　また、本表の適用等については、次によるものであること。 

1.　森林の残置の原則 

　　森林の配置については、残置森林によることを原則とし、極力基準を上回る林帯幅

で適正に配置されるとともに、造成森林の配置は、土地の形質を変更することがやむ

を得ないと認められる箇所に限って適用する等その運用については厳正を期するもの

とする。 

2.　残置森林率及び森林率等 

　ｱ.「残置森林率」とは、残置森林（残置する森林）のうち若齢林（15年生以下の森林）

を除いた面積の事業区域内の森林の面積に対する割合をいう。 

　　　なお、若齢林（15年生以下の森林）を除いて算定することとしているが、これは、

森林を残置することの趣旨からして森林機能が十分に発揮されるにいたらないもの

を同等に取扱うことが適切でないことによるものである。ただし、無立木地につい 

ては、その区域に造林することを条件に16年生以上の森林と同様に扱うことができ 

るものとする。 

　ｲ.　「森林率」とは、残置森林及び造成森林（植栽により造成する森林であって硬岩

切土面等の確実な成林が見込まれない箇所を除く。）の面積の事業区域内の森林の

面積に対する割合をいう。 

　　　なお、森林率は、残置森林（若齢林を含む。）及び造成森林を対象とするもので

あることから、森林以外の土地に造林する場合も算定の対象として差し支えないが、

土壌条件、植栽方法、本数等からして林叢状態を呈しないと見込まれるものは対象

としないものとする。ただし、住宅地の造成の場合には、これらの土地についても

緑地として取扱って差し支えないものとする。 

　ｳ.　「残置し、又は造成する森林又は緑地の割合」は、森林の有する公益的機能が森

林として利用されてきたことにより確保されてきたことを考慮の上、法第10条の２

第２項第３号に関する基準の一つとして決められたものであり、その割合を示す数
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値は標準的なもので、「おおむね」は、その２割の許容範囲を示しており、適用は

個別具体的事案に即して判断されることとなるが、工場又は事業場にあっては20％

を下回らないものでなければならないという趣旨である。 

3.　「開発行為の目的」別の取扱 

　ｱ.　別荘地の造成 

　　　「別荘地」とは、保養等非日常的な用途に供する家屋等を集団的に設置しようと

する土地を指すものとする。 

　ｲ.　スキー場の造成 

　　　「ゲレンデ等」とは、滑走コースの上、下部のスキーヤーの滞留場所であり、リ

フト乗降場、レストハウス等の施設用地を含む区域をいう。 

　ｳ.　ゴルフ場の造成 

　　a.「ゴルフ場」については、地方税法等によるゴルフ場の定義以外の施設であって

も、利用形態等が通常のゴルフ場と認められる場合は、これを含め取扱うものとする。 

　　b.ゴルフ場の造成に係る残置森林については、事業区域内に新たに造成する森林を

残置する森林に含めることができるが、その割合は、地域森林計画の対象となる

森林面積の10パーセント以下であること。 

　　　　また、事業区域内の土地利用を行わない区域の無立木地等については極力造林

をすること。 

 

　ｴ.　宿泊施設・レジャー施設の設置 

　　a.「宿泊施設」とは、ホテル、旅館、民宿、ペンション、保養所等専ら宿泊の用に

供する施設及びその付帯施設を指すものとする。 

　　　　なお、リゾートマンション、コンドミニアム等所有者等が複数となる建築物等

もこれに含め取扱うものとする。 

　　b.「レジャー施設」とは、総合運動公園、遊園地、動・植物園、サファリパーク、

レジャーランド等の体験娯楽施設その他の観光、保養等の用に供する施設を指す

ものとする。 

　ｵ.　工場・事業場の設置 

　　　「工場、事業場」とは、製造、加工処理、流通等産業活動に係る施設を指すもの

とし、発電施設（設備）、土捨場を含むものとする。 

　ｶ.　住宅団地の造成 

　　a.　住宅団地の造成に係る「緑地」には、当面、次に掲げるものを含めることとし

て差し支えないものとする。 

　　　ⅰ　公園・緑地、広場 

　　　ⅱ　隣棟間緑地、コモン・ガーデン 

　　　ⅲ　緑地帯、緑道 

　　　ⅳ　のり面緑地 

　　　ⅴ　その他上記に類するもの 

　　b.　住宅団地の造成等については、防風、防雪、防犯（目隠し等）、景観等の上か

らも森林の残置等に留意すること。 

　ｷ.　土石等の採掘 

　　　土石等の採掘(土取り､砂利採取､採石等)については、周辺部に幅おおむね30ｍの

残置森林又は造成森林を配置するものとしているが、これには、「採石技術指導基

準（昭和54年10月16日54資庁第12437号）」Ⅰの１(1)の②にいう保全区域及び「砂
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利採取計画認可基準（昭和43年10月２日43化局第491号、建設省河政発第99号）」Ⅱ

の３(2)の①にいう保安距離を含めることができるものとする。 

4.　「開発行為の目的」に掲げられていないものの取扱 

　ｱ.　学校教育施設、病院、廃棄物処理施設、ゴルフ練習場、福利厚生施設 

　　a.　学校教育施設、病院、廃棄物処理施設等は、工場、事業場の基準を適用する。 

　　b.　ゴルフ練習場は、ゴルフ場と一体のものを除き、宿泊施設・レジャー施設の基

準を適用する。 

　　c.　企業等の福利厚生施設は、その施設の用途に係る開発行為の目的の基準を適用

する。 

　ｲ.　道路の新設・改築、農用地（農地又は採草放牧地）の造成 

　　　道路の新設若しくは改築又は畑地等の造成の場合であって、その土地利用の実態

からみて森林を残置し又は造成することが困難又は不適当であると認められるとき

は、森林の残置又は造成が行われないこととして差し支えないものとする。 

　　　なお、特に大規模な農用地の造成については、耕地防風林を適正に配置すること

により収穫の増及び地域の環境保全等が図れることに留意し、市町村及び受益者等

（農業者等）とも協議してその適切な配置が計画されるよう配慮すること。 

5.　大規模開発等に係る取扱 

　ｱ.　大規模開発等に係る１箇所当たりの面積 

　　a.　工場、事業場及び住宅団地の「１箇所当たりの面積」とは、当該施設又はその

集団を設置するための開発行為に係る土地の区域面積を指すものとする。 

　　b.　開発行為に係る１箇所当たりの面積について、工場、事業場はおおむね20へク

タール以下、レジャー施設はおおむね５ヘクタール以下とされているが、施設の

性格上施設の機能を確保することが著しく困難と認められる場合には、その必要

の限度においてそれぞれ20へクタ－ル、５へクタールを超えて設置することもや

むを得ないものとする。 

　ｲ.　複数目的の開発行為 

　　　１事業区域内に異なる開発行為の目的に区分される複数の施設が設置される場合

には、それぞれの施設ごとに区域区分を行い、それぞれの開発行為の目的別の基準

を適用する。 

　　　この場合、残置森林等は区分された区域ごとにそれぞれ配置することが望ましい

が、施設の配置計画等からみてやむを得ないと認められる場合には、施設の区域界

に所定の林帯幅（本表に掲げるものにあってはおおむね30メートル）の残置森林等

を配置するものとする。 

6.　保安林を含む場合の取扱 

　　事業区域内に保安林を含む場合で、目的ごとに区分された区画のうち、保安林を含

まない区画がある場合には、その区域については「森林法に基づく保安林及び保安施

設地区関係事務に係る処理基準について（平成12年４月27日12林野治第790号」の別

紙「保安林の転用に係る事業又は施設の設置の基準」第２技術的細則12(1)ただし書

きの規定にかかわらず、本表の基準によるものとして差し支えない。
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 (2)　森林の造成方法等 

　　　造成森林については、必要に応じて樹木の成育に適するよう表土の復元、客土等の措置が講

じられており、次を参考にしてその目的及び自然的条件に適した樹種、本数、混交割合、方法

等により植栽されることが明らかであること。 

　　　また、植栽時期は、樹種に応じて苗木の活着及び成長に必要な温度と水分が得られる適切な

ものであること。 

　　ア　樹種 

　　　　次の条件に適合するものであること。　 

　　 (ｱ)　植栽地の気候及び土壌に適応していること。 

　　 (ｲ)　成長が早く旺盛であること。 

　　 (ｳ)　直根性又は深根性で倒伏しにくいこと。 

　　 (ｴ)　病害虫に対する抵抗性が強いこと。 

　　 (ｵ)　隣接地の農作物に対する病害虫の中間宿主とならないこと。 

　　イ　本数 

　　 (ｱ)　1,500～3,000本／ヘクタールを標準とする。ただし、土壌条件の不良及び沿岸風衝地

は、3,000～10,000本／ヘクタールを標準とする。 

　　 (ｲ)　住宅団地、宿泊施設等の間、ゴルフ場のホ－ル間等で修景効果、保健休養機能の発揮

等を併せ期待する造成森林については、樹種の特性、土壌条件等を勘案し、植栽する樹

木の規格に応じ500～1,000本／ヘクタールの範囲で植栽本数を定めることとして差し支

えないものとする。 

　　ウ　方法 

　　　　樹木には、浅根性のものと深根性のもの、乾燥に比較的強いものと弱いものがある等、

樹種によってその生理的性質、植栽地の環境に最も適した植栽方法であること。 

 (3)　その他 

　　　残置森林等の維持管理については、第１の７関係によるものであること。 

 

２　騒音等の影響の緩和、植生の保全等 

 (1)　「周辺の植生の保全等」には、貴重な動植物の保護を含むものとする。 

 (2)　「必要に応じた造成」とは、必要に応じて複層林を造成する等安定した群落を造成するこ

とを含むものとする。 

 

３　その他　 

　10ヘクタール以上のゴルフ場の造成等については、「ゴルフ場等大規模開発に伴う森林保全に対

する配慮方針」に基づく指導の経過を確認すること。 
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第６　太陽光発電設備の設置を目的とした開発行為について 

　太陽光発電設備の設置を目的とした開発行為については、第１から第５までによるほか、次によ

り計画されていること。 

 

１　審査基準第１の４関係（事業終了後の措置について） 

　　林地開発許可において、太陽光発電事業終了後の土地利用の計画が立てられており、太陽光発電

　事業終了後に開発区域について原状回復等の事後措置を行うこととしている場合は、当該許可を行

　う際に、植栽等、設備撤去後に必要な措置を講ずることについて、申請者に対して指導するものと

　するとともに、土地所有者との間で締結する当該土地使用に関する契約に、太陽光発電事業終了後、

　原状回復等する旨を盛り込むことを申請者に対して促すものとする。 

　　以上の措置は、太陽光発電設備に係る開発区域が太陽光発電事業終了後に原状回復等したときに、

　当該区域の地域森林計画対象森林への再編入を検討することをあらかじめ考慮して行うものとする。 

 

２  審査基準第２関係 

　１  審査基準第２の１関係（自然斜面への設置について） 

      審査基準第２の１関係の規定に基づき、開発行為が原則として現地形に沿って行われること及

　　び開発行為による土砂の移動量が必要最小限度であることが明らかであることを原則とした上で、

　　太陽光発電設備を自然斜面に設置する区域の平均傾斜度が30度以上である場合には、土砂の流出

　　又は崩壊その他の災害防止の観点から、可能な限り森林土壌を残した上で、擁壁又は排水施設等

　　の防災施設を確実に設置することとする。ただし、太陽光発電設備を設置する自然斜面の森林土

　　壌に、崩壊の危険性の高い不安定な層がある場合は、その層を排除した上で、擁壁又は排水施設

　　等の防災施設を確実に設置することとする。 

      なお、自然斜面の平均傾斜度が30 度未満である場合でも、土砂の流出又は崩壊その他の災害防

　　止の観点から、必要に応じて、排水施設等の適切な防災施設を設置することとする。 

  ２  審査基準第２の６関係（排水施設の能力及び構造等について） 

      太陽光パネルの表面が平滑で一定の斜度があり、雨水が集まりやすいなどの太陽光発電設備の

　　特性を踏まえ、太陽光パネルから直接地表に落下する雨水等の影響を考慮する必要があることか

　　ら、雨水等の排水施設の断面及び構造等については、以下のとおりとする。 

 （1）  排水施設の断面について                                                        

        地表が太陽光パネル等の不浸透性の材料で覆われる箇所については、審査基準第２の６関係

　　　（排水施設の措置）の１の(2)のイの（ｱ）の流出係数によらず、排水施設の計画に用いる雨水

　　　流出量の算出に用いる流出係数を0.9 から1.0 までとする。浸透能は、地形、地質、土壌等の

　　　条件によって決定されるものであるが、おおむね、山岳地は浸透能小、丘陵地は浸透能中、平

　　　地は浸透能大として差し支えない。                                 

　地表状態/区分      浸透能小      浸透能中     浸透能大     

  太陽光パネル等        1.0      0.9～1.0       0.9    

 （2）  排水施設の構造等について 

　　　  排水施設の構造等については、審査基準第２の６関係（排水施設の設置）の２の規定に基づ
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　　　くほか、表面流を安全に下流へ流下させるための排水施設の設置等の対策が適切に講ぜられて

　　いることとする。また、表面侵食に対しては、地表を流下する表面流を分散させるために必要な

　　柵工、筋工等の措置が適切に講ぜられていること及び地表を保護するために必要な伏工等による

　　植生の導入や物理的な被覆の措置が適切に講ぜられていることとする。 

 

３  審査基準第５関係（残置し、若しくは造成する森林又は緑地について） 

　　  開発行為をしようとする森林の区域に残置し、若しくは造成する森林又は緑地の面積の、事業

　　区域（開発行為をしようとする森林又は緑地その他の区域をいう。）内の森林面積に対する割合及

　　び森林の配置等は、開発行為の目的が太陽光発電設備の設置である場合は、審査基準第５関係（環 

　　境の保全）の１の（1）のイの表によらず、以下の表のとおりとする。 

   事業区域内におい   

 開発行為  て残置し、若しく 
森林の配置等

  

 の目的  は造成する森林又  

 は緑地の割合  

 太陽光発  森林率はおおむね １　原則として周辺部に残置森林を配置することとし、事  

 電設備の  25パーセント（残   業区域内の開発行為に係る森林の面積が20ヘクタール以  

 設置  置森林率はおおむ   上の場合は原則として周辺部におおむね幅30メートル以  

 ね15パーセント）   上の残置森林又は造成森林（おおむね30メートル以上の  

 以上とする。   幅のうち一部又は全部は残置森林）を配置することとす  

  る。また、りょう線の一体性を維持するため、尾根部に  

  ついては、原則として残置森林を配置する。  

２　開発行為に係る１か所当たりの面積はおおむね20ヘク  

　タール以下とし、事業区域内にこれを複数造成する場合  

　は、その間に幅おおむね30メートル以上の残置森林又は  

　造成森林を配置する。

      なお、審査基準第１の７関係（残置森林等の維持管理）の１において、残置森林又は造成  

    森林は、善良に維持管理されることが明らかであることを許可基準としていることから、当  

    該林地開発許可を審査する際、林地開発許可後に採光を確保すること等を目的として残置森  

    林又は造成森林を過度に伐採することがないよう、あらかじめ、樹高や造成後の樹木の成長  

    を考慮した残置森林又は造成森林及び太陽光パネルの配置計画とするよう、申請者に併せて  

    指導することとする。 

 

４  その他配慮事項 

      このほか、以下の事項について配慮することとする。 

  １  住民説明会の実施等について 

      太陽光発電設備の設置を目的とした開発行為については、防災や景観の観点から、地域住民が

　　懸念する事案があることから、申請者は、林地開発許可の申請の前に住民説明会の実施 等地域住

　　民の理解を得るための取組を実施することが望ましい。 

      特に、採光を確保する目的で事業区域に隣接する森林の伐採を要求する申請者と地域住民との

　　間でトラブルが発生する事案があることから、申請者は、採光の問題も含め、長期間にわたる太
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　　陽光発電事業期間中に発生する可能性のある問題への対応について、住民説明会等を通じて地域

　　住民と十分に話し合うことが望ましい。 

      このため、当該林地開発許可の審査に当たり、以上の取組の実施状況について確認することと

　　する。 

 

　２  景観への配慮について 

   　 太陽光発電設備の設置を目的とした開発行為をしようとする森林の区域が、市街地、主要道路

　　等からの良好な景観の維持に相当の悪影響を及ぼす位置にあり、かつ、設置される設備の周辺に

　　森林を残置し又は造成する措置を適切に講じたとしてもなお更に景観の維持のため十分な配慮が

　　求められる場合にあっては、申請者が太陽光パネルやフレーム等について地域の景観になじむ色

　　彩等にするよう配慮することが望ましい。 

      このため、当該林地開発許可の審査に当たり、必要に応じて、設置する設備の色彩等を含め、

　　景観に配慮した施工に努めるよう申請者に促すこととする。 

 

　３　地域の合意形成等を目的とした制度との連携について 

　　　太陽光発電を含む再生可能エネルギー発電設備の設置に当たっては、農林漁業の健全な発展と

　　調和のとれた再生可能エネルギー電気の促進に関する法律（平成25年法律第81号）や、地球温暖

　　化対策の推進に関する法律（平成10年法律第117号）において、林地開発許可制度を含めた法令手

　　続きの特例と併せて、地域での計画策定と事業実施に当たっての協議会での合意形成の促進が措

　　置されている。 

　　　このため、太陽光発電設備の設置を目的とする林地開発に係る許可申請の相談があった際には、

　　これらの枠組みを活用し協議会等を通じて地域との合意形成を図るよう、必要に応じて申請者に

　　促すこととする。 

 

　４　太陽光発電等の再生可能エネルギー発電設備の設置を目的とする開発の一体性の判断に当たっ

　　ては、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法（平成23年法律第108号）に基づ

　　く再生可能エネルギー発電事業計画の認定情報を活用すること。
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３　標準処理期間について 

 

  　  許可申請書を収受したときから当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期

間（「標準処理期間」といいます。）は、次表のとおりです。 

    　なお、標準処理期間には、北海道の休日に関する条例（平成元年条例２号）第１条第１項に

規定する休日の日数及び許可申請書等に不備がある場合の補正等に要した日数を算入しませ

ん。 

標　準　処　理　期　間（変更許可申請を含む。） 

    うち市町村への意見照会及び  

 区　　　　　　　　分 標準処理期間 河川管理者との協議の日数  

 １ 開発行為に係る森林の土地の面積 処　理       　 ３０日   

 が20ヘクタール未満の許可申請に  総合振興局長等 　30日 
市町村及び

　10日  

 係るもの 
河川管理者

  

 （森林審議会諮問案件を除く）  

 ２ 開発行為に係る森林の土地の面積 処　理        　８０日   

 が20ヘクタール未満の許可申請に  総合振興局長等 　30日 
市町村及び

　10日  

 係るもの  水産林務部長協議 50日 
河川管理者

       

 (森林審議会諮問案件）  

 ３ 開発行為に係る森林の土地の面積 処　理        　５０日                

 が20ヘクタール以上の許可申請に  総合振興局長等 　20日 
市町村及び

　10日  

 係るもの  水産林務部長 　　30日 
河川管理者

       

 （森林審議会諮問案件を除く）  

 ４ 開発行為に係る森林の土地の面積 処　理        　８０日   

が20ヘクタール以上の許可申請に  総合振興局長等 　20日 
市町村及び

　10日  

係るもの  水産林務部長 　　60日 
河川管理者

 

（森林審議会諮問案件）
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４　森林審議会への諮問基準 

 

　　「林地開発行為の許可申請」及び「設備整備計画の認定及び変更に係る協議（林地開発行為）」 

　　に伴う北海道森林審議会への諮問基準の設定について 
 

平成　３年　９月２６日　 
最終改正　平成２８年１２月　１日　 

 
 
　「森林法第10条の２第１項の規定に基づく処分」又は「農林漁業の健全な発展と調和のとれた再
生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律第７条及び第８条の規定に基づく、設備整備計画
の認定及び変更に係る市町村からの協議（同法第７条第４項第３号に掲げる事項に限る。）」で、
次の開発行為に係るものについては、北海道森林審議会（以下「審議会」という。）に諮問するも
のとする。 
 
１　新規処分、認定に係る市町村からの協議 
 (1)　開発行為に係る森林面積が10ヘクタール以上のもの 
 (2)　開発行為に係る森林面積が10ヘクタール未満であって、全体計画の一部についての申請であ

る場合は、全体計画の開発行為に係る森林面積が10ヘクタール以上のもの 
 (3)　開発行為に係る森林の全部又は一部が、北海道水資源の保全に関する条例第17条第１項の規

定に基づき指定された水資源保全地域（以下「水資源保全地域」という。）にあるもの 
 
２　変更処分、変更に係る市町村からの協議 
 (1)　開発行為に係る森林面積が、変更後に10ヘクタール以上となるもの 
 (2)　開発行為に係る森林面積が、変更後に10ヘクタール未満となるものであって、 
      全体計画の一部についての申請である場合は、全体計画の開発行為に係る森林面積が10ヘク

タール以上のもの 
 (3)　開発行為に係る新たな森林の全部又は一部が水資源保全地域にあるもの 
 (4)　審議会に既に諮問しているものであって、次の各号に掲げるもの。 
      ただし、変更後の開発行為が前回諮問した際の全体計画に即して行われるものを除く。 
  　ア　開発行為に係る森林面積が変更後に、前回諮問した開発行為に係る森林面積より10ヘクタ

ール以上増加するもの 
 　 イ　開発行為に係る新たな森林の全部又は一部が、既に森林審議会に諮問したときと同じ水資

源保全地域内の別の区域又は異なる水資源保全地域にあるもの 
 
３　上記１及び２に該当しない処分又は市町村からの協議であって、知事が技術的、専門的観点か

ら審議会の意見を聴く必要があると認めたもの 
 
４  上記１から３に該当しない処分又は市町村からの協議については、処分又は協議後に審議会に

その内容を報告するものとする。 
 
    附 則 
（施行期日） 
  本諮問基準は、平成28年12月１日以降に許可申請書又は市町村からの協議書を受理したものにつ
いて適用する。 
 
（変更処分に係る経過措置） 
  平成25年４月１日前に許可された開発行為に係る変更であって、開発行為の目的が森林を他の土
地利用に一時的に供し、その跡地を森林に復元するものは、上記２(1)及び(2)中、「10ヘクタール」
とあるのは、「20ヘクタール」とする。
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Ⅺ　その他参考資料 
 

１　林地開発許可制度の関係法令 

森　林　法 森 林 法 施 行 令 森 林 法 施 行 規 則 
　　　　　　S26. 6.26　法律第249号 　　　　　　S26. 7.31　政令第276号 　　　　 S26. 8. 1 農林省令第54号 
  最終改正　H30. 6. 1  法律第35号 　最終改正　 R4. 9.22  政令第313号 最終改正  R4. 9.30 農林省令第56号
第１章　総　則   
（承継人に対する効力）   
第３条　この法律又はこの法律に基く命令の規定   
によってした処分，手続その他の行為は，森林   
所有者，権原に基き森林の立木竹の使用若しく   
は収益をする者又は土地の所有者若しくは占有   
者の承継人に対しても，その効力を有する。   

   
第２章　森林計画等   
（開発行為の許可）   
第10条の２　地域森林計画の対象となっている民 （開発行為の規模） （開発行為の許可の申請） 
有林（第25条又は第25条の2の規定により指定 第２条の３　法第10条の２第１項の政令で定め 第４条　法第10条の２第１項の許可を受けよう
された保安林並びに第41条の規定により指定さ る規模は、次の各号に掲げる行為の区分に応 とする者は、申請書に次に掲げる書類を添え、
れた保安施設地区の区域内及び海岸法（昭和31 じ、それぞれ該当各号に定める規模とする。 都道府県知事に提出しなければならない。 
年法律第101号）第３条の規定により指定され 　一　専ら道路の新設又は改築を目的とする行 　一　開発行為に係る森林の位置図及び区域図 
た海岸保全区域内の森林を除く。）において開発   　為　当該行為に係る土地の面積１ヘクター 　二　開発行為に関する計画書 
行為（土石又は樹根の採掘，開墾その他の土地 　　ルで、かつ、道路（路肩部分及び屈曲部又 　三　開発行為に係る森林について当該開発行
の形質を変更する行為で，森林の土地の自然的 　　は待避所として必要な拡幅部分を除く。）の 　　為の施行の妨げとなる権利を有する者の相
条件，その行為の態様等を勘案して政令で定め 　　幅員３メートル 　　当数の同意を得ていることを証する書類 
る規模をこえるものをいう。以下同じ。）をしよ 　二　太陽光発電設備の設置を目的とする行為 　四　許可を受けようとする者（独立行政法人
うとする者は，農林水産省令で定める手続に従 　　 当該行為に係る土地の面積0.5ヘクタール 　　等登記令（昭和39年政令第28号）第１条に
い，都道府県知事の許可を受けなければならな 　三　前２号に掲げる行為以外の行為　当該行 　　規定する独立行政法人等を除く。）が、法人
い。ただし，次の各号の１に該当する場合は， 　　為に係る土地の面積１ヘクタール 　　である場合には当該法人の登記事項証明書
この限りでない。  　　（これに準ずるものを含む。）、法人でない

　一　国又は地方公共団体が行なう場合  　　団体である場合には代表者の氏名並びに規
　二　火災，風水害その他の非常災害のために必  　　約その他当該団体の組織及び運営に関する

要な応急措置として行なう場合  　　定めを記載した書類、個人の場合にはその
　三　森林の土地の保全に著しい支障を及ぼすお  　　住民票の写し若しくは個人番号カード（行

それが少なく，かつ，公益性が高いと認めら  　　政手続における特定の個人を識別するため
れる事業で農林水産省令で定めるものの施行  　　の番号の利用等に関する法律（平成25年法
として行なう場合  　　律第27号）第２条第７項に規定する個人番

２　都道府県知事は，前項の許可の申請があった  　　号カードをいう。以下同じ。）の写し又はこ
場合において，次の各号のいずれにも該当しな  　　れらに類するものであって氏名及び住所を
いと認めるときは，これを許可しなければなら  　　証する書類 
ない。  　五　開発行為に関し、他の行政庁の免許、許

　一　当該開発行為をする森林の現に有する土地  　　可、認可その他の処分を必要とする場合に
に関する災害の防止の機能から　みて，当該開  　　は、当該処分に係る申請の状況を記載した
発行為により当該森林の　周辺の地域において  　　書類（既に処分があったものについては、
土砂の流出又は崩　壊その他の災害を発生させ  　　当該処分があったことを証する書類） 
るおそれが　あること。  　六　開発行為を行うために必要な資力及び信

　一の二　当該開発行為をする森林の現に有する  　　用があることを証する書類 
水害の防止の機能からみて，当該開発行為に  　七　前各号に掲げるもののほか、都道府県知
より当該機能に依存する地域における水害を  　　事が必要と認める書類 
発生させるおそれがあること。   

　二　当該開発行為をする森林の現に有する水源  （開発行為の許可を要しない事業） 
のかん養の機能からみて，当該開発行為によ  第５条　法第10条の２第１項第３号の農林水産
り当該機能に依存する地域における水の確保  省令で定める事業は，次の各号のいずれかに
に著しい支障を及ぼすおそれがあること。  該当するものに関する事業とする。 

　三　当該開発行為をする森林の現に有する環境  　一　鉄道事業法（昭和61年法律第92号）によ
の保全の機能からみて，当該開発行為により  る鉄道事業者又は索道事業者が その鉄道
当該森林の周辺の地域における環境を著しく  事業又は索道事業で一般の 需要に応ずる
悪化させるおそれがあること。  ものの用に供する施設 

３　前項各号の規定の適用につき同項各号に規定  　二　軌道法（大正10年法律第76号）に よる
する森林の機能を判断するに当たっては，森  軌道又は同法が準用される無軌 条電車の
林の保続培養及び森林生産力の増進に留意し  用に供する施設 
なければならない。  　三　学校教育法（昭和22年法律第26号）第１

４　第１項の許可には，条件を附することができ  条に規定する学校（大学を除く。） 
る。  　四　土地改良法（昭和24年法律第195号）第

５　前項の条件は，森林の現に有する公益的機能  ２条第２項第１号に規定する土地 改良施
を維持するために必要最小限度のものに限り，  設及び同項第２号に規定する 区画整理 
かつ，その許可を受けた者に不当な義務を課す  　五　放送法（昭和25年法律第132号）第２条
ることとなるものであってはならない。  第２号に規定する基幹放送の用に供する放

６　都道府県知事は，第１項の許可をしようとす  送設備 
るときは，都道府県森林審議会及び関係市町村  　六　漁港漁場整備法（昭和25年法律第137号）
長の意見を聴かなければならない。  第３条に規定する漁港施設 

 　七　港湾法（昭和25年法律第218号）第２条
第５項に規定する港湾施設 

　八　港湾法第２章の規定により設立された港
務局が行う事業（前号に該当するものを除
く。） 
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森　林　法 森 林 法 施 行 令 森 林 法 施 行 規 則 
　　　　　　S26. 6.26　法律第249号 　　　　　　S26. 7.31　政令第276号 　　　　 S26. 8. 1 農林省令第54号 
  最終改正　H30. 6. 1  法律第35号 　最終改正　 R4. 9.22  政令第313号 最終改正  R4. 9.30 農林省令第56号
（監督処分）  　九　道路運送法（昭和26年法律第183号）第
第10条の３　都道府県知事は，森林の有する公益  ２条第８項に規定する一般自動車 道若し
的機能を維持するために必要があると認めると  くは専用自動車道（同法第３ 条第１号の
きは，前条第１項の規定に違反した者若しくは  一般旅客自動車運送事業 若しくは貨物自

同項の許可に附した同条第４項の条件に違反し  動車運送事業法（平 成元年法律第83号）
て開発行為をした者又は偽りその他の不正な手  第２条第２項に 規定する一般貸物自動車
段により同条第１項の許可を受けて開発行為を  運送事業の 用に供するものに限る。）又は
した者に対し，その開発行為の中止を命じ，又  同号イに規定する一般乗合旅客自動車運送
は期間を定めて復旧に必要な行為をすべき旨を  事業（路線を定めて定期に運行する自動車
命ずることができる。  により乗合旅客の運送を行うものに限る。）
  若しくは貨物自動車運送事業法第２条第２
第７章　雑　則  項に規定する一般貸物自動車運送事業（同
（立入調査等）  条第６項に規定する特別積合せ貸物運送を
第188条  農林水産大臣，都道府県知事又は市町村  するものに限る。）の用に供する施設十　
の長は，この法律の施行のため必要があるとき  博物館法（昭和26年法律第285号）第２条
は、森林所有者等からその施業の状況に関する  第１項に規定する博物館 
報告を徴することができる。  　十一　航空法（昭和27年法律第231号）によ

２　農林水産大臣，都道府県知事又は市町村の長  る公共の用に供する飛行場に設置される施
は，この法律の施行のため必要があるときは，  設で当該飛行場の機能を確保するため必要
当該職員又はその委任した者に，他人の森林に  なもの若しくは当該飛行場を利用する者の
立ち入って，測量又は実地調査をさせることが  利便を確保するため必要なもの又は同法第 
できる。  ２条第５項に規定する航空保安施設で公共 

３　農林水産大臣，都道府県知事又は市町村の長  の用に供するもの 
は，この法律の施行のため必要があるときは，  　十二　ガス事業法（昭和29年法律第51号）第
当該職員に，他人の森林に立ち入って，標識を  ２条第13項に規定するガス工作物（同条第
建設させ，又は前項の測量若しくは実地調査若  ５項に規定する一般ガス導管事業の用に供
しくは標識建設の支障となる立木竹を伐採させ  するものに限る。） 
ることができる。  　十三　土地区画整理法（昭和29年法律第119

４　前２項の規定により他人の森林に立ち入ろう  号）第２条第１項に規定する土地区画整理
とする者は，その身分を示す証明書を携帯し，  事業 
関係者にこれを提示しなければならない。  　十四　工業用水道事業法（昭和33年法律第84

５　第２項及び第３項の規定による立入調査の権  号）第２条第６項に規定する工業用水道施
限は，犯罪捜査のために認められたものと解し  設 
てはならない。  　十五　自動車タ－ミナル法（昭和34年法律第

６　国，都道府県又は市町村は，第２項又は第３  136号）第２条第５項に規定する一般自動
項の規定による当該職員の処分によって損失を  車ターミナル 
受けた者に対し，通常生ずべき損失を補償しな  　十六　電気事業法（昭和39年法律第170号）
ければならない。  第２条第１項第８号に規定する一般送配電

  事業、同項第10号に規定する送電事業又は
（不服申立て）  同項第11号の２に規定する配電事業の用に
第190条　第10条の２，第25条から第26条の２まで， 供する同項第18号に規定する電気工作物 
第27条第３項ただし書（第33条の３及び第44条  　十七　都市計画法（昭和43年法律第100号）
において準用する場合を含む。），第33条の２（第  第４条第15項に規定する都市計画事業（第
44条において準用する場合を含む。），第34条（第  13号に該当するものを除く。） 
44条において準用する場合を含む。），第41条若  　十八　熱供給事業法（昭和47年法律第 88号）
しくは第43条第１項の規定による処分又は第28  第２条第４項に規定する熱供給施設 
条（第33条の３及び第44条において準用する場  　十九　石油パイプライン事業法（昭和 47年
合を含む。）に規定する処分に不服がある者は，  法律第105号）第５条第２項第２号に規定
その不服の理由が鉱業，採石業又は砂利採取業  する事業用施設 
との調整に関するものであるときは，公害等調   
整委員会に対して裁定の申請をすることができ  （申請書等の様式） 

る。この場合においては，審査請求をすること  第106条　第４条の申請書，（～省略～）の様式
ができない。  は，別に定めて告示する。 
２　行政不服審査法（平成26年法律第68号）第22   
条の規定は，前項の処分につき，処分をした行   
政庁が誤って審査請求　又は再調査の請求をす   
ることができる旨を教示した場合に準用する。   

３　第４章の規定による都道府県知事の裁定につ   
いての審査請求においては，損失の補償金の額   
についての不服をその裁定についての不服の理  
由とすることができない。  
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 第８章　罰　則  
第206条  次の各号のいずれかに該当する者は，   
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処す  
る。  

　一　第10条の２第１項の規定に違反し，開発行  
為をした者  

  二　第10条の３の規定による命令に違反した者 
  三　第34条第１項（第44条において準用する場 

合を含む。）の規定に違反し，保安林又は保
安施設地区の区域内の森林の立木を伐採した
者 

   四　第34条第２項（第44条において準用　する
場合を含む。）の規定に違反し，立竹を伐採
し，立木を損傷し，家畜を放牧し，下草，
落葉若しくは落枝を採取し，又は土石若し
くは樹根の採掘，開墾その他の土地の形質
を変更する行為をした者 

  五　第38条の規定による命令に違反した者 
　
 
 
 
  森林法施行規則の規定に基づき申請書等の様式を定める件（抄） 
　　昭和37年７月２日　農林省告示第851号 
    ［最終改正］  令和４年９月30日　農林水産省告示第1493号 
１　森林法施行規則（以下「規則」という。）第４条の申請書の様式 
 
　　　林地開発許可申請書 
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　　　　　　年　月　日 
　都道府県知事　殿 
                      　　　　　住所 
                                           　法人にあっては、名  
                      　　　　　申請者氏名　　　　　　　　　　　   
　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　称及び代表者の氏名 
　次のとおり開発行為をしたいので、森林法第１０条の２第１項の規定により許可を申 
請します。 

 
開発行為に係る森林の所在場所

　　　市       町　 
大字　　　字　　　　地番

 

      郡       村

 開発行為に係る森林の土地の面積

 開 発 行 為 の 目 的

 開発行為の着手予定年月日

 開発行為の完了予定年月日

 開 発 行 為 の 施 行 体 制

 備 考

注意事項　 

  １　面積は、実測とし、ヘクタールを単位として小数第４位まで記載すること。 
　２　開発行為を行うことについて環境影響評価法（平成９年法律第81号）等に 
　　基づく環境影響評価手続を必要とする場合には、備考欄にその手続の状況を 
　　記載すること。 
　３　開発行為の施行体制の欄には、開発行為の施行者を記載するとともに、その 

　　施行者に防災措置を講ずるために必要な能力があることを証する書類を添付す 
　　ること。なお、申請時において開発行為の施行者が確定していない場合におけ 
　　る当該欄の記入については、開発行為に着手する前に必要な書類を提出するこ 
　　とを誓約する書類等の提出をもってこれに代えることができる。
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２　森林法施行細則（抜粋） 

 

　森林法施行細則をここに公布する。 

　　平成25年３月１日  北海道規則第10号 

（改正 平成25年３月26日規則第30号　平成26年３月18日規則第５号 

　　　 令和５年２月21日規則第５号） 

 

北海道知事　鈴木　直道　 

　　　森林法施行細則 

目次 

　第１章　総則（第１条） 

　第２章　林地開発許可（第２条－第12条） 

　第３章　意見聴取の手続（第13条・第14条） 

　第４章　北海道森林審議会（第15条・第23条） 

　第５章　雑則（第24条－第26条） 

　附則 

　　　第１章　総則 

　（趣旨） 

第１条　森林法（昭和26年法律第249号。以下「法」という。）の施行については、森林法施行令

（昭和26年政令第276号)及び森林法施行規則（昭和26年農林水産省令第54号。以下「省令」とい

う。）に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。 

　　　第２章　林地開発許可 

　（開発許可申請書の添付書類等） 

第２条　省令第４条第１号に規定する位置図及び区域図は、次に掲げるとおりとする。 

 (1)　位置図　縮尺５万分の１以上の地形図 

 (2)　区域図　次に掲げる事項を明示した縮尺5,000分の１以上の図面 

　　ア　法第10条の２第１項に規定する開発行為（以下「開発行為」という。）に係る森林の土地

の区域 

　　イ　アに掲げる区域に介在し、又は隣接して残置することとなる森林又は緑地で開発行為に係

る事業（以下「事業」という。）に密接に関連するものの区域 

　　ウ　ア及びイに掲げる区域（以下「開発対象区域」という。）を明示するために必要な市町村

の境界及び市町村の区域内の町又は字の境界 

　　エ　開発対象区域に係る土地の地番及び形状 

２　省令第４条第２号に規定する計画書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 

 (1)　事業又は施設の名称 

 (2)　開発対象区域の面積 

 (3)　開発行為に係る切土、盛土又は捨土の工法及び土量 

 (4)　開発行為に関し一時的に利用する土地の利用後における措置の方法 

 (5)　残置し、又は造成する森林又は緑地の地番及び面積並びに維持管理の方法 

 (6)　造成する森林又は緑地に植栽する樹木等の種類及び本数 

 (7)　事業の全体計画及び施行工程（仮設の施設を設置する場合は、その内容についても記載すること。） 

 (8)　事業に必要な資金の額及びその調達方法 

 (9)　防災施設（擁壁、堰（えん）堤、排水路、導水路、貯水池、洪水調節池その他災害防止のた

　　めの施設をいう。以下同じ。）の維持管理の方法（開発完了後の維持管理の方法についても記

　　載すること。） 

 (10) 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項 

３　前項の計画書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。 

 (1)　現況図（開発対象区域の地形及び林況（人工林、天然林又は無立木地の別、立木の樹種、林齢

その他の林地の状況をいう。）並びにその周辺の人家及び公共施設の位置を示す図面をいう。） 
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 (2)　流域現況図（流域の地形、土地利用の状況及び河川の状況を示す図面をいう。） 

 (3)　土地利用計画図（切土、盛土、捨土その他開発行為の形態別の施行区域の位置、法面の位置、

施設又は工作物の種類ごとの位置及び残置し、又は造成する森林又は緑地の区域を示す図面を

いう。） 

 (4)　法面の断面図（法面の高さ、勾配、土質及び施行前の地盤面並びに法面保護の方法を示す図

面をいう。） 

 (5)　防災施設の構造を示す設計図並びにその設計根拠を示す図面及び計算書（仮設の施設を設置

する場合は、その内容についてもこれらの図書に記載すること。） 

 (6)　開発行為に係る建築物等の概要図 

 (7)　前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める図書 

４　省令第４条に規定する申請書若しくは書類（位置図、区域図及び登記事項証明書を除く。）又

　は前項に規定する書類（図面等を除く。）は、当該申請書又は書類に係る電磁的記録（電子的方

　式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。

　次条第３項において同じ。）をあらかじめ指定された電子メールアドレスに電子メールにより送

　信して提出することができる。この場合においては、第25条第２項の規定は適用しない。 

　（開発行為の計画変更） 

第３条　開発行為の許可（以下「開発許可」という。）を受けた者（以下「開発事業者」という。）

は、開発行為の計画に係る次に掲げる事項を変更しようとするときは、別記第１号様式の林地開

発変更許可申請書を知事に提出しなければならない。 

 (1)　開発行為の目的 

 (2)　開発行為に係る森林の土地の区域（太陽光発電設備の設置を目的とする行為に係るものにあ

　　っては当該行為に係る土地の面積が新たに0.5ヘクタールを超えて増加する場合に、その他の

　　行為に係るものにあっては当該行為に係る土地の面積が新たに１ヘクタールを超えて増加する

　　場合に限る。） 

 (3)　防災施設の位置又は構造 

 (4)　残置する森林の位置又は幅 

 (5)　前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項 

２　前項の申請書には、省令第４条及び前条第３項に規定する書類（変更に係るものに限る。）を

添付しなければならない。 

３　第１項の申請書又は前項の書類（省令第４条に規定する書類にあっては位置図、区域図及び登

記事項証明書を除き、前条第３項に規定する書類にあっては図面等を除く。）は、当該申請書又

は書類に係る電磁的記録をあらかじめ指定された電子メールアドレスに電子メールにより送信し

て提出することができる。この場合においては、第25条第２項の規定は、適用しない。 

第４条　開発事業者は、開発行為の計画に係る前条第１項各号に掲げるもの以外の変更をしようと

するときは、別記第２号様式の林地開発変更届出書を知事に提出しなければならない。この場合

において、前条第２項及び第３項の規定を準用する。 

　（着手の届出） 

第５条　開発事業者は、当該開発許可に係る工事（以下「開発工事」という。）に着手したときは、

遅滞なく、別記第３号様式の林地開発行為着手届出書を知事に提出しなければならない。 

２　前項の規定による提出は、あらかじめ指定された電子メールアドレスに電子メールを送信する

方法により行うことができる。 

　（防災施設工事完了の届出） 

第６条　開発事業者は、開発工事（当該開発許可を受けた区域を工区に分けたときは、その工区ご

との工事）のうち、知事が災害の防止のため必要があると認めるときは、防災施設に係る工事を、

その他の工事に先行して行わなければならない。 

２　前項の規定による防災施設に係る工事を完了したときは、遅滞なく、別記第４号様式の林地開

発行為防災施設工事完了（工区完了）届出書を知事に提出しなければならない。 

３　前項の規定による提出は、あらかじめ指定された電子メールアドレスに電子メールを送信する

方法により行うことができる。
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　（開発行為の一時中止等の届出） 

第７条　開発事業者は、開発工事を一時中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、別記

第５号様式の林地開発行為一時中止（廃止）届出書を知事に提出しなければならない。 

２　開発事業者は、開発工事を一時中止し、又は廃止しようとするときは、災害の防止のための必

要な措置を講じなければならない。この場合において、当該措置が完了したときは、遅滞なく、

別記第６号様式の林地開発行為一時中止（廃止）災害防止措置完了届出書を知事に提出しなけれ

ばならない。 

３　開発事業者は、一時中止した開発工事を再開しようとするときは、遅滞なく、別記第７号様式

の林地開発行為再開届出書を知事に提出しなければならない。 

４　前項の規定による提出は、あらかじめ指定された電子メールアドレスに電子メールを送信する

方法により行うことができる。 

　（開発行為の施行状況の報告） 

第８条　開発事業者は、毎年11月30日現在の開発工事の施行状況について、別記第８号様式の林地

開発行為施行状況報告書を知事に提出しなければならない。 

２　前項の規定による提出は、あらかじめ指定された電子メールアドレスに電子メールを送信する

方法により行うことができる。 

　（完了の届出） 

第９条　開発事業者は、開発工事（当該開発許可を受けた区域を工区に分けたときは、その工区ご

との工事）が完了したときは、遅滞なく、別記第９号様式の林地開発行為完了（工区完了）届出

書を知事に提出しなければならない。 

２　前項の規定による提出は、あらかじめ指定された電子メールアドレスに電子メールを送信する

方法により行うことができる。 

  （災害発生の届出） 

第10条　開発事業者は、開発工事の期間中に、開発対象区域内において災害が発生したときは、そ

の拡大を防止するための必要な措置を講じるとともに、直ちに、別記第10号様式の林地開発行為

災害発生届出書を知事に提出しなければならない。 

２　前項の規定による提出は、あらかじめ指定された電子メールアドレスに電子メールを送信する

方法により行うことができる。 

　（開発行為の承継の届出） 

第11条　開発事業者から、譲渡若しくは相続又は法人の合併若しくは分割その他の理由により、当

該開発許可に係る地位を承継した者は、遅滞なく、別記第11号様式の林地開発行為承継届出書を

知事に提出しなければならない。 

２　前項の規定による提出は、あらかじめ指定された電子メールアドレスに電子メールを送信する

方法により行うことができる。 

　（復旧の措置の届出） 

第12条　法第10条の３の規定により復旧に必要な行為を命じられた者は、当該命令に係る措置に着

手し、又は完了したときは、遅滞なく、別記第12号様式の林地開発行為復旧着手（完了）届出書

を知事に提出しなければならない。 

２　前項の規定による提出は、あらかじめ指定された電子メールアドレスに電子メールを送信する

方法により行うことができる。 

　　　第３章　意見聴取の手続き　（略） 

    　第４章  北海道森林審議会　（略） 

      第５章　雑則  

  （身分証明書の様式） 

第24条　（略） 

　（書類の経由及び提出部数） 

第25条　法、省令及びこの規則の規定により知事に提出する書類は、その書類に係る森林又は土地

の所在地を所管する総合振興局長又は振興局長を経由しなければならない。 

２　前項の書類（開発行為に係る許可申請書に限る。）の提出部数は、開発行為に係る森林の土地

の面積が20ヘクタール以上の開発行為の許可申請又は法第10条の２第６項の規定により審議会の
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意見の聴取が必要な開発行為の許可申請にあっては３部（開発対象区域が２以上の市町村の区域

にわたるときは、当該市町村の数に２を加えた部数）とし、それ以外の場合にあっては２部（開

発対象区域が２以上の市町村の区域にわたるときは、当該市町村の数に１を加えた部数）とする。 

  （知事への委任） 

第26条　（略） 

　　　附　則 

   （施行期日） 

１　この規則は、公布の日から施行する。 

　（北海道森林審議会議事規則及び北海道林地開発許可に関する規則の廃止） 

２　北海道森林審議会議事規則（昭和28年北海道規則第53号）及び北海道林地開発許可に関する規

則（平成12年北海道規則第48号。次項において「旧開発許可規則」という。）は、廃止する。 

   （経過措置） 

３　前項の規定の施行前に旧開発許可規則の規定によりされた書類の提出は、この規則の規定によ

りされた書類の提出とみなす。 

４、５　（略） 

　　　附　則 

　この規則は、平成25年４月１日から施行する。 

　　　附　則 

　この規則は、平成26年４月１日から施行する。 

　　　附　則 

　この規則は、令和３年４月１日から施行する。 

　　　附　則 

　この規則は、令和５年４月１日から施行する。
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３　流量計算早見表 

      ダム工等の放水路断面算定表 （参考）縮流堰による流量表（接近流速を０とした場合） 

                                  ▽ 

              　                                                   1: 0.5 

　　   　　                                                 1:1          ｈ 

                                         

 　 　                                B１ 

         2　　　                                  上段･･･放水路側のり５分の場合 
  Ｑ= Ｃ√（２ｇ）×（３B１＋２B２）ｈ３／２

        15                     　　　　　　　　 　下段･･･     〃     １割  〃  
        h       

 B１ 0.5m 1.0m 1.5m 2.0m 2.5m 3.0m
     1.38     4.25     8.64    14.03    21.01    29.46 
    ２ｍ     1.50     4.96    10.42    18.05    28.03    40.53
     2.00     6.02    11.71    19.04    28.01    38.66 
    ３     2.13     6.73    13.67    23.05    35.02    49.73
     2.63     7.79    14.96    24.04    35.00    47.86 
    ４     2.75     8.50    16.92    28.06    42.02    58.92
     3.25     9.56    18.22    29.05    42.00    57.05 
    ５     3.38    10.27    20.17    33.06    49.02    68.12
     3.88    11.33    21.47    34.05    49.00    66.25 
    ６     4.01    12.04    23.42    38.07    56.51    77.32
     4.51    13.10    24.72    39.06    55.99    75.44 
    ７     4.63    13.81    26.67    43.08    63.01    86.52
     5.13    14.87    27.97    44.07    62.99    84.65 
    ８     5.26    15.58    29.93    48.08    70.00    95.71
     5.76    16.64    31.22    49.07    69.99    93.84 
    ９     5.88    17.35    33.18    53.09    77.00   104.91
     6.38    18.41    34.47    54.08    76.98   103.04 
  １０     6.51    19.12    36.43    58.10    84.00   114.11
     7.01    20.18    37.73    59.09    83.98   112.24 
  １１     7.13    20.89    39.68    63.10    90.99   123.30
     7.64    21.95    40.98    64.09    90.97   121.43 
  １２     7.76    22.66    42.93    68.11    97.99   132.50
     8.26    23.72    44.23    69.09    97.97   130.63 
  １３     8.39    24.43    46.19    73.11   104.99   141.70
     8.89    25.49    47.48    74.10   104.97   139.83 
  １４     9.01    26.20    49.44    78.12   111.98   150.90
     9.51    27.26    50.73    79.11   111.96   149.03 
  １５     9.64    27.97    52.69    83.13   118.98   160.09
    10.14    29.03    53.98    84.12   118.96   158.22 
  １６    10.26    29.74    55.94    88.13   125.98   169.29
    10.76    30.80    57.24    89.12   125.96   167.42 
  １７    10.89    31.51    59.19    93.14   132.97   178.49
    11.39    32.57    60.49    94.13   132.95   176.62 
  １８    11.52    33.28    62.44    98.15   139.97   187.69
    12.02    34.34    63.74    99.14   139.95   185.81 
  １９    12.14    35.05    65.70   103.15   146.97   196.88
    12.64    36.11    66.99   104.14   146.95   195.01 
  ２０    12.77    36.82    68.95   108.16   153.96   206.08
    13.27    37.88    70.24   109.15   153.94   204.21 
  ２１    13.39    38.59    72.20   113.17   160.96   215.28
    13.89    39.65    73.49   114.16   160.94   213.41 
  ２２    14.02    40.36    75.45   118.17   167.96   224.47
    14.52    41.42    76.75   119.16   167.94   222.60 
  ２３    14.64    42.13    78.70   123.18   174.95   233.67
    15.14    43.19    80.00   124.17   174.93   231.80 
  ２４    15.27    43.90    81.95   128.18   181.95   242.87
    15.77    44.96    83.25   129.17   181.93   241.00 
  ２５    15.90    45.67    85.21   133.19   188.95   252.07
    16.40    46.73    86.50   134.18   188.93   250.19 
  ２６    16.52    47.44    88.46   138.20   195.94   261.26
    17.02    48.50    89.75   139.19   195.92   259.39 
  ２７    17.15    49.21    91.71   143.20   202.94   270.46
    17.65    50.27    93.00   144.19   202.92   268.59 
  ２８    17.77    50.98    94.96   148.21   209.94   279.66
    18.27    52.04    96.26   149.20   209.92   277.79 
  ２９    18.40    52.75    98.21   153.22   216.93   288.85
    18.90    53.81    99.51   154.21   216.91   286.98 
  ３０    19.02    54.52   101.46   158.22   223.93   298.05
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４　ゴルフ場等大規模開発に伴う森林保全に対する配慮指針 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成６年６月１日治山第1475号 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　林務部長から各支庁長あて 

 

第１　趣旨 

　　　この指針は、ゴルフ場の造成などにより大規模な林地の開発が行われる場合、地域における

森林の機能への影響を補い、その維持が図られるよう、事業者が、開発地の所在する市町村長

等の協力のもとに森林の保全、整備に努めるなど、環境へ自主的に配慮することを期待するも

のである。 

 

第２　森林の保全等 

　１　民有林（保安林を除く。）において、ゴルフ場、別荘地、スキー場、宿泊施設、遊園地等を

造成し、又は設置するため、10ヘクタール以上の開発を行う民間事業者（以下「事業者」とい

う。）は、地域の森林の保全に配慮するものとする。 

　２　事業者は、市町村長の森林の保全、整備に対する意向を踏まえ、地域における森林の機能へ

の影響を補うための森林の整備に努めるものとする。 

　３　市町村長は、森林の開発と自然環境の保全との調和に配慮し、必要に応じて、事業者に対し

指導、助言を行うほか、森林所有者、森林組合等関係者の協力が得られるよう努めるものとす

る。
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５　ゴルフ場等大規模開発に伴う森林保全に対する配慮指針の事務取扱い 

　　について 

　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　平成６年６月１日治山第263号 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　林務部長から各支庁長あて 

 

　ゴルフ場等大規模開発に伴う森林保全に対する配慮指針の事務取扱い（以下「事務取扱い」とい

う。）が、適切に運用されるために必要な事項を定めるものとする。 

 

１　指針で使用している用語の意義は、別に定めのあるもののほかは、次に定めるところとする。 

(1)　民有林 

　　 森林法（昭和26年法律第249号）第５条第１項により樹立される地域森林計画の対象となる民

有林をいう。 

(2)　保安林等 

　   森林法第25条の規定により指定された保安林並びに同法第41条の規定により指定された保安

施設地区の区域内及び海岸法（昭和31年法律第101号）第３条の規定により指定された海岸保全

区域内の森林をいう。 

(3)　ゴルフ場 

　   「ゴルフ場開発の規制に関する要綱事務処理要領（以下「要綱事務処理要領」という。）（平

成２年11月15日施行）Ⅰの１及び２に規定するゴルフ場及び附帯する施設並びに要綱事務処理

要領Ⅰの１に規定するゴルフ場以外の施設で、利用形態等が通常のゴルフ場と認められる施設

をいう。 

(4)　別荘地 

　  「北海道林地開発許可に関する事務処理要領（以下、「事務処理要領」という。）」（平成12年

４月１日治山第1545号）別記第２号第４の２の(2)の(ｱ)の規定による。 

(5)　宿泊施設 

　   「事務処理要領」（平成12年４月１日治山第1545号）別記第２号第４の２の(2)の(ｳ)の規定

による。 

(6)　レジャー施設 

　   「事務処理要領」（平成12年４月１日治山第1545号）別記第２号第４の２の(2)の(ｴ)の規定

による。 

 

２　指針に基づき、事業者が実施する森林整備の内容は、次のとおりとする。 

(1)　森林の整備の対象地 

　   森林の整備は、原則として開発地及びその周辺の地域で行う。 

　   開発地及びその周辺の地域内に適地が確保できない場合は、開発をしようとする市町村の行

政区域内で行う。 

(2)　森林の整備の規模 

　   森林の整備を行う場合の規模は、原則として、林地開発により失われる森林に見合う森林を

新たに造成する場合に要する費用を基準とするものとし、森林の整備は基準の費用の範囲内で、
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地域の実情に応じて市町村の指導、助言を受けて行われるものとする。 

(3)　森林の整備の方法 

　   森林の整備の方法は、原則として次のとおりとする。 

　ア　森林の造成 

　　　開発地内外で行われる林木の植栽及びそれに要する付帯施設の整備 

　イ　森林の保育管理 

　　　開発地外の森林の下刈、枝打ち、除間伐、病害虫及び獣害の防除等 

　ウ　市町村緑化計画、緑化推進計画などへの協力 

　　　開発地の所在する市町村の街路樹の整備、公園への緑化木の植栽、公共施設の周辺緑化等 

(4)　森林の整備の時期等 

     森林の整備の実施時期及び期間については、市町村長等と事業者が協議して定める。 

(5)　森林の整備に関する協定等 

　　 事業者が森林の整備を計画する場合は、森林の整備や維持管理が長期間に亘ることから、市

町村長等との協議の内容を明らかにしておくために、別の定めがある場合を除き、森林の整備

の内容などについて、市町村や森林組合と協定等を結ぶことが適当である。 

(6)　その他 

　ア　森林の整備の適地が確保できない場合、事業者は、市町村に対し公有林拡大又は森林の整備

等のための資金としての指定寄付を行って、地域の森林環境の保全に協力することができる。 

　イ　地域の私有林内で森林の整備を実施する場合は、土地所有者と分収契約等の締結を行うこと

が適当である。 

 

３　道は、土地水対策連絡協議会等の機会をつうじて、事業者に対し森林環境の保全の理解が得ら

れるよう指針の趣旨の普及啓発に努める。
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６　主な樹種とその特性 

  常 地区適応性 耐　　性 初 根 
樹　　　木 科　名 ・ 期 の 

 落 成 深 
 道 道 道 道 寒  被 乾 湿 長 浅 
      雪    の 
 央 南 北 東 さ 陰 燥 地 遅 

速

〈針葉樹・高木類〉              

イチイ イチイ  常 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ △ ○  遅  深

トドマツ マツ  〃 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ○ △  〃  〃

アカエゾマツ 　〃  〃 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ △ △ ○  〃  浅

ヨーロッパトウヒ 　〃  〃 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ △ △ ○  中  〃

カラマツ 　〃  落 ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ △  速  深

グイマツ 　〃  〃 ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○  〃  浅

グイマツ雑種F1 　〃  〃 ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○  〃  〃

キタゴヨウマツ 　〃  常 ○ ○ △ ○ △ △ △ ○ △  遅  深

クロマツ 　〃  〃 △ ○ × × △ × △ ○ △  速  〃

〈広葉樹・高木類〉                

ポプラ ヤナギ  落 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △  速  深

オオバヤナギ 　〃  〃 ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ △  〃  〃

シダレヤナギ 　〃  〃 ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○  〃  〃

オニグルミ クルミ  〃 ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ △ ○  中  〃

シラカンバ カバノキ  〃 ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ △  速  浅

ダケカンバ 　〃  〃 ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ △  中  〃

ケヤマハンノキ 　〃  〃 ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ △ ○  速  〃

ハンノキ 　〃  〃 ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ △ ◎  中  〃

ブナ ブナ  〃 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ △  遅  深

カシワ 　〃  〃 ○ ○ ○ ○ ○ △ △ ◎ ○  中  〃

ミズナラ 　〃  〃 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ △  〃  〃

ハルニレ ニレ  〃 ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○  〃  浅

カツラ カツラ  〃 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ △ ○  〃  深

キタコブシ モクレン  〃 ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ △ ○  遅  〃

エゾヤマザクラ バラ  〃 ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ △ △  速  〃

アズキナシ 　〃  〃 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ △  中  浅

ナナカマド 　〃  〃 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ △  〃  〃

イヌエンジュ マメ  〃 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○  遅  深

ニセアカシア 　〃  〃 ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ △  速  〃
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  常 地区適応性 耐　　性 初 根 
樹　　　木 科　名 ・ 期 の 

 落 成 深 
 道 道 道 道 寒  被 乾 湿 長 浅 
      雪    の 
 央 南 北 東 さ 陰 燥 地 遅 

速

イタヤカエデ カエデ  〃 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  中  〃

ハウチワカエデ 　〃  〃 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ △  遅  〃

ヤマモミジ 　〃  〃 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ △  〃  〃

トチノキ トチノキ  落 ○ ○ △ △ △ ○ △ △ ○  中  深

ハリギリ ウコギ  〃 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △  〃  〃

ミズキ ミズキ  〃 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○  〃  〃

ヤチダモ モクセイ  〃 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ◎  遅  〃

シナノキ シナノキ  〃 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △  中  浅

オオバボダイジュ 　〃  〃 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △  〃  〃

〈広葉樹・                 

　　小高木～低木〉               

ミヤマハンノキ カバノキ  落 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ △  中  浅

ナツグミ グミ  〃 ○ ○ △ △ △ ○ △ ○ △  〃  〃

アキグミ 　〃  〃 ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ △  〃  〃

エゾニワトコ スイカズラ  常 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △  速  〃

ハコネウツギ 　〃  〃 ○ ○ × △ △ △ △ ○ △  〃  〃

タニウツギ 　〃  〃 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △  〃  〃

イタチハギ マメ  〃 ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ △  〃  〃

                                              　　出典：治山技術基準解説（運用）
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７　植栽本数早見表 

 １　方形植栽                                     　　　           1ha当たり植栽本数（本） 

 　列間              

   距離 1.0 m 1.2 m 1.4 m 1.6 m 1.8 m 2.0 m 2.2 m 2.4 m 2.6 m 2.8 m 3.0 m   

苗間 

距離

 1.0 m 10,000

 1.2 m  8,333 6,944

 1.4 m  7,143 5,952 5,102

 1.6 m  6,250 5,208 4,464 3,906

 1.8 m  5,556 4,630 3,968 3,473 3,086

 2.0 m  5,000 4,167 3,571 3,125 2,778 2,500

 2.2 m  4,545 3,788 3,247 2,841 2,525 2,273 2,066

 2.4 m  4,167 3,472 2,976 2,604 2,315 2,083 1,894 1,736

 2.6 m  3,846 3,205 2,747 2,404 2,137 1,923 1,748 1,603 1,479

 2.8 m  3,571 2,976 2,551 2,232 1,984 1,786 1,624 1,488 1,374 1,276

 3.0 m  3,333 2,778 2,381 2,083 1.852 1,667 1,515 1,389 1,282 1,190 1,111

  ※　苗木の配置は【参照図】－１による。（苗間距離及び列間距離は、水平距離） 

 

 

 ２　正三角形植栽                        　 1ha当たり植栽本数（本） 

苗間距離 植付本数 列間距離 苗間距離 植付本数 列間距離 

　　 (m) 　　(本) 　　(m） 　　 (m)    （本）      (m)

    1.0   11,547     0.87     2.6     1,708      2.26

    1.2    8,019     1.04     2.8     1,473      2.43

    1.4    5,891     1.22     3.0     1,283      2.60

    1.6    4,511     1.39     3.5      943      3.04

    1.8    3,564     1.56     4.0      722      3.47

    2.0    2,887     1.74     5.0      462      4.34

    2.2    2,386     1.91     6.0      321      5.21

    2.4    2,005     2.08

  ※　苗木の配置は【参照図】－２による。（苗間距離及び列間距離は、水平距離） 

 

【参照図】 

        １ 方形植栽                           ２　正三角形植栽 
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